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第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画（案）

に対する市民意見の募集結果について 
 

１ 意見募集の目的 

 計画案に対する市民の意見を幅広く募集することにより、介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための方策等、第７期介護保険事業計画の策定に活用する。 

 

２ 意見募集の概要 

（１）募集期間  平成 29 年 12 月 13 日（水）～ 平成 30 年１月 19 日（金） 

（２）募集方法  郵送、ＦＡＸ、持参、電子メール 

（３）計画（案）の概要の配布場所 

① 窓口配布 

 神戸市役所 介護保険課、市政情報室（２か所） 

 各区保険年金医療課介護医療係（北須磨含む 10 か所） 

 各区健康福祉課あんしんすこやか係（北神・北須磨含む 11 か所） 

 西区西神中央出張所 

② 神戸市のホームページ「神戸ケアネット」に掲載 

（４）意見募集の周知 

① 広報こうべ（12 月号）に掲載 

② 記者資料提供（12 月 11 日） 

 

３ 市民意見の概要 

（１）意見提出状況 

意見提出数  77 通 254 件 

 

  （内訳） 

計画書の項目 件数 

第３部第１章 フレイル対策を含めた介護予防の推進 31 

第３部第２章 地域での生活の継続に向けた支援 26 

第３部第３章 認知症の人にやさしいまちづくりの推進 5 

第３部第４章 安全・安心な住生活環境の確保 24 

第３部第５章 人材の確保・育成 12 

第３部第６章 介護保険制度の適正運営 24 

第４部 介護サービス量等の見込み 1 

第５部 介護保険事業の費用と負担 88 

介護保険制度・計画全般 30 

市政全般 3 

その他 10 

合計 254 

 

（２）市民から寄せられた意見（別紙） 

 

資料４ 



第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
細
目

事業計画案に対する意見 要約 市の考え方
類似
意見

1

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

　要支援の訪問介護・通所介護の「総合事業」は現行の
サービスを提供すること。
　ヘルパーなどの専門的サービスの質と量を後退させない
こと。

　要支援の訪問介護・通所介護の「総
合事業」は現行のサービスを提供する
こと。
ヘルパーなどの専門的サービスの質と
量を後退させないこと。

　総合事業は、2025年には団塊の世代の方が75歳を迎え高齢化が進展していく中、介護人材のますますの不
足が見込まれることから、既存の介護事業所によるサービスだけでなく、ＮＰＯや民間企業、ボランティア
など、地域の多様な主体により多様なサービスを提供することで、高齢者を地域全体で支えることを趣旨と
しています。
　総合事業では、従来の訪問介護・通所介護に相当するサービスに加え、基準を緩和したサービスや、住民
主体のサービスなどを実施しています。サービスの利用に当たっては、あんしんすこやかセンターのケアマ
ネジメントに基づき、その人の状態等に応じた、自立支援や介護予防に向けて必要なサービスをご利用いた
だくこととなり、専門的なサービスを必要とする方は、従来の訪問介護や通所介護に相当するサービスを利
用可能です。
　本市としては、要支援者等の方が、自立支援の観点から適切なケアを受けることができるよう、必要な取
り組みを進めてまいります。
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2

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

　高齢者が尊厳をもって質の高い生活が送れるようにとあ
るが、私は85才になり、家の清掃もしんどくなりました
が、要支援の認定も受けていません。しかし、政治の言い
なりで神戸市も介護保険から地域支援事業に切り変え介護
サービスをますます、使いにくくしています。こんなこと
しないで下さい。
　高齢者の尊厳を守った制度を改善しだれでも、いつでも
介護サービスが受けられる様にして下さい。

　神戸市も介護保険から地域支援事に
切り変え介護サービスをますます、使
いにくくしています。こんなことしな
いで下さい。

　国において、要支援者に対する訪問介護及び通所介護について、介護保険制度の地域支援事業へ移行し、
総合事業として実施することとされました。
　総合事業は、2025年には団塊の世代の方が75歳を迎え高齢化が進展していく中、介護人材のますますの不
足が見込まれることから、既存の介護事業所によるサービスだけでなく、ＮＰＯや民間企業、ボランティア
など、地域の多様な主体により多様なサービスを提供することで、高齢者を地域全体で支えることを趣旨と
しています。
　サービスの利用に当たっては、従来と同様、あんしんすこやかセンターのケアマネジメントに基づき、そ
の人の状態等に応じた、自立支援や介護予防に向けて必要なサービスをご利用いただくこととなります。
　本市としては、要支援者等の方が、自立支援の観点から適切なケアを受けることができるよう、必要な取
り組みを進めてまいります。

1

3

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

　介護保険の総合支援事業の訪問介護の緩和した基準の一
定の研修の受講実績がどうなっているのかも知りたいとこ
ろです。今後の受講者確保予測を含めて対応策を明示して
ほしいところです。また、ほぼ同時期に、ボランティア育
成のための生活支援の研修もありました。いろいろあると
混乱しやすく、受講者も戸惑いがあると思います。効果的
で効率的に考えても何とかできないものかと感じます。

　総合事業の訪問介護の緩和基準の受
講実績が知りたい。今後の受講者確保
予測を含めて対応策を明示してほし
い。

　本市では、緩和した基準による訪問型サービスとして、生活支援訪問サービスを実施しており、このサー
ビスの従事者を養成する研修を、今年度３回実施し、修了者は67名でした。昨年度に実施した研修の修了者
とあわせて修了者は延べ223名です。今年度は3月に第4回を開催予定で、来年度も引き続き実施する予定で
す。
　今後も、広報紙への掲載や、サービス事業者にお知らせするなどにより、研修を周知するとともに、事業
者の方とも意見交換しながらより良い研修の実施方法を検討し、受講者確保に努めてまいります。 1

4

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

第5章　重点目標・施策の柱5
地域での担い手の確保
　従事者養成研修終了者が事業所につながっていないこと
から事業所は総合事業の生活支援サービスの提供が出来な
いという現状があります。しかし従事者養成研修終了者を
雇用につなげたとしても研修を受けた人がサービス提供者
としてすぐに業務できるとは思えません。やはり総合事業
で事業所が提供するサービスは有資格者とし、それなりの
報酬を考えたほうがコスト的にも有用ではないでしょう
か。
　それよりも元気な高齢者が自らの生きがいのために　雇
用関係に縛られず自らの自己実現のために活き活きと社会
で役割を果たすための研修とその後の支援に力を入れてい
ただきたいと思います。

　総合事業で事業所が提供するサービ
スは有資格者としてそれなりの報酬を
考えたほうがコスト的にも有用ではな
いでしょうか。
　元気な高齢者が活き活きと社会で役
割を果たすための研修とその後の支援
に力を入れていただきたい。

　生活支援訪問サービスは、少子高齢化の進展により、介護人材のますますの不足が見込まれることから、
幅広い担い手の確保と利用者負担も含めたサービスの多様化を図るため、実施しています。
　生活支援訪問サービスが定着するためには、研修修了者の雇用が増えることが重要と考えており、従事者
養成研修を引き続き行うとともに、スタッフ募集中の事業者と研修修了者が直接話をできる機会を設けるな
ど、研修修了者と事業所のマッチング支援に努めてまいります。
　また、この研修とは別に、住民参加型サービスの創設と担い手の養成を目的とした「生活支援・介護予防
サポーター養成研修」を実施しており、高齢者の方にも多数参加いただいております。現場実習も含めた研
修修了後には、活動支援や継続したフォローアップ研修を実施しております。あわせて、地域活動のリー
ダーの養成研修も実施しており、高齢者が地域社会の中で積極的な役割を担い、健康で生きがいをもった生
活ができるよう支援してまいります。

1
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第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
細
目

事業計画案に対する意見 要約 市の考え方
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意見

資料４－②

5

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

　「総合事業」で予防について介護保険からも予算を組ん
でください。１時間くらいで全ての集会場で体操を中心と
した予防活動ができたらもっと介護保険料が減っていくの
では。
　予算の裏付けのない、住民の善意だけでは無理があると
思います。

　「総合事業」で、予防について介護
保険からも予算を組んでください。

　本市においては、高齢者の社会参加や生きがいづくりとなる身近な地域の通いの場を増やしていくため、
総合事業において、「居場所づくり型一般介護予防事業」として、原則月２回以上通年開催されるなどの要
件を満たす通いの場を運営する地域団体等に対して、場所代などの運営費の一部を補助する事業を平成29年5
月より実施しています。
　また、フレイル対策を含めた介護予防の推進のため、新たに、65歳以上の方を対象に、体力測定や運動指
導を行うフレイル予防のための介護予防事業と、要支援者等を対象にフレイル改善のための運動・栄養等の
プログラムを行う通所型サービスの創設を検討してまいります。
　健康寿命の延伸を実現するため、今後も介護予防に重点的に取り組んでまいります。 1

6

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

総
合
事
業

・「総合事業・住民主体訪問サービス」の利用料の全額自
己負担をやめてください。
・要支援の訪問介護・通所介護の「総合事業」は現行の
サービスを提供してください。ヘルパーなどの専門的サー
ビスの質と量を後退させないでください。
・指定事業者の「総合事業」のサービス基準・単価は現行
相当の予防給付と同額にしてください。

　「総合事業・住民主体訪問サービ
ス」の利用料の全額自己負担をやめて
ください。
　要支援の訪問介護・通所介護の「総
合事業」は現行のサービスを提供して
ください。
　指定事業者の「総合事業」のサービ
ス基準・単価は現行相当の予防給付と
同額にしてください。

　総合事業の訪問型・通所型サービスにおいては、従来の訪問介護・通所介護に相当する「介護予防訪問
サービス」「介護予防通所サービス」に加え、基準を緩和した「生活支援訪問サービス」や、住民主体によ
る「住民主体訪問サービス」などを実施しています。
　生活支援訪問サービスは、一定の研修修了者等が生活援助のみを提供するサービスですが、少子高齢化の
進展により介護人材のますますの不足が見込まれることから、幅広い担い手の確保と利用者負担も含めた
サービスの多様化を図るため、実施しています。報酬は、従事者の資格要件の緩和や訪問介護計画書の作成
を不要とするなど事務面での軽減により、従来の訪問介護の８割としています。
　住民主体訪問サービスは、国の制度上、補助対象がコーディネーター人件費などの間接経費であり、サー
ビス提供するボランティアの人件費は補助対象でありません。このため、主にボランティアの人件費に相当
するサービスの利用料は、自己負担となります。
　サービスの利用に当たっては、あんしんすこやかセンターのケアマネジメントに基づき、その人の状態等
に応じた自立支援や介護予防に向けて必要なサービスをご利用いただくことしています。
　なお、従来の訪問介護、通所介護に相当するサービスについて、平成29年度は予防給付の単価と同額とし
ていますが、介護予防通所サービスについて、サービス内容に応じた利用者負担とするため、平成30年度よ
り、要支援２の方で週１回程度利用の場合の報酬単位を新たに設定し、要支援２の方について利用回数に応
じた単価とする予定です。

2

7

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

【第3部　施策】第1章　フレイル対策を含めた介護予防の
推進　第1節　フレイル対策を含めた介護予防の推進
①普及啓発、早期予防
　重要な事と思います。市内には健康づくりに取り組む団
体や生活共同組合などがあります。そうした団体のなかに
運動の促進と定着をもとめてはいかがでしょうか？
　介護従事者として自立支援を重視しています。私どもの
施設では、オムツはずしや食事の経口摂取の支援に従来か
ら取り組み、「看取りは施設で・・」と退院されてきた入
居者が自室に戻られタコ焼きを召し上げられたことも有り
ました。
自立支援：自分で出来ない事が出来るようになることは生
きる喜びになります。それをサポートする介護者は働き甲
斐を感ずることになります。
　しかし、要介護者の一人ひとりの状態に応じた対応が必
要です。「自立支援ケアマネジメント研修」において、一
律的に指導される、また、強要されるならば、要介護者の
状態悪化を招く結果になりかねません。その点を留意した
研修を切に望みます。
②　エビデンスに基づく効果的な展開　⇒　賛同します。

　市内には健康づくりに取り組む団体
や生活共同組合などがあります。そう
した団体のなかに運動の促進と定着を
もとめてはいかがでしょうか。
　要介護者の一人ひとりの状態に応じ
た対応が必要です。「自立支援ケアマ
ネジメント研修」においては、要介護
者の一人ひとりの状態に応じた対応と
なるように留意した研修を望みます。

　さまざまな地域の主体や高齢者自身が担い手となり、高齢者が介護予防（健康づくり）に取り組む環境が
必要と考えております。
　今年度よりすべての高齢者を対象に、地域拠点型一般介護予防事業を開始し、体操やレクリエーションな
どのプログラムや、給食、専門職による介護予防講座等を地域で活動されるNPO法人等に委託しており、地域
に根差した取組みとなるようにしてまいります。そのために、現在小学校区に１ヵ所の設置を目指しており
ます。
　高齢者が増加して行く中、住みなれた地域で尊厳ある日常生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構
築とともに、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが一層重要となります。医療や介護を含めた多職
種協働により、一人ひとりの要介護者が適切な情報提供や支援を通して自己選択・自己決定ができるよう、
実務的な研修を行ってまいります。

1
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第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
細
目
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資料４－②

8

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

【第3部　施策】第1章　フレイル対策を含めた介護予防の
推進　第1節　フレイル対策を含めた介護予防の推進
③　地域の実情に応じた環境づくり
　「地域拠点型一般介護予防事業」を小学校区単位での開
催など基本的には賛同します。

　「地域拠点型一般介護予防事業」を
小学校区単位で開催することなどに賛
同します。

　より多くの高齢者に介護予防を広めるため、地域の介護予防の拠点としての地域拠点型一般介護予防事業
を小学校区に１ヵ所の設置を目指してまいります。

1

9

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

【第3部　施策】第1章　フレイル対策を含めた介護予防の
推進　第1節　フレイル対策を含めた介護予防の推進
④　リハビリテーションの充実
　賛同します。しかし、体制について不安を感じます。

　リハビリテーションの充実につい
て、賛同します。しかし、体制につい
て不安を感じます。

 　神戸市域における介護予防の取組みに、より一層リハビリテーション専門職の関与を促進するため、平成
29年７月に「神戸市リハ職種地域支援協議会」が設立され、体制の強化が図られたところです。今度、同協
議会との連携を推進し、地域でのリハビリテーションの充実が図れるよう対応していきます。

1

10

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

　フレイルの拾い上げについて、健康意識の低い人たち
（テストを受けようとしない人たち）の拾い上げは、どう
するのか？

　フレイルの拾い上げについて、健康
意識の低い人たち（テストを受けよう
としない人たち）の拾い上げは、どう
するのか。

　29年度から実施しているフレイルチェックは、65歳の市民を対象としており、対象者に郵送で個別案内を
しています。また、フレイルチェック実施薬局（市内350ヶ所）や市民健診集団健診会場でのポスター・チラ
シの配布、広報などで啓発に加え、フレイルチェック実施薬局では、対象年齢の方には、薬剤師が声かけを
行っています。今後も多くの方にフレイルチェックをお受けいただけるよう、啓発・勧奨を行います。

1

11

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

○フレイルチェック
　フレイルに該当した人に対して改善に必要な支援を提供
できる仕組みとは具体的にはどのような仕組みですか。
フレイルチェックは誰が行うのですか。

　フレイルに該当した人に対して改善
に必要な支援を提供できる仕組みとは
具体的にはどのような仕組みですか。
　フレイルチェックは誰が行うのです
か。

　介護予防について不安な方や介護予防が必要な方については、従来からあんしんすこやかセンターが相談
をお受けし、必要な介護予防サービスをご紹介しています。フレイルチェックを受けられた方についても、
従来のとおりの仕組みで相談をお受けいただけます。
　フレイル予防の要となる社会参加・食生活・運動・口腔ケアなどの視点から、地域拠点型一般介護予防事
業にて、専門職による介護予防講座を実施したり、高齢者の居場所づくりを推進しているところですが、フ
レイル予防に効果的な支援の仕組みについて、平成30年度からは、フレイル予防や改善に資する新たなサー
ビスを創設することとしています。
　平成29年度に実施しているフレイルチェックは、市民健診集団健診会場では、保健師・看護師が実施して
います。薬局では、薬剤師が行っています。

1

12

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

ケアプラン自己作成
　予算を問題にするなら尚のこと、ケアプラン自己作成を
勧めてもいいのではないか。
　自己作成者が増えれば、理屈上は居宅ケアマネ介護報酬
分の”歳出”を減額できる。
　現行制度下において、ケアマネが”ボトルネック”とな
ることが多々あるが、利用者側も単に毎月の介護サービス
利用票作成が煩わしいという「事務処理」だけの事由で居
宅ケアマネを利用しているケースはある。

　ケアプラン自己作成を勧めてもいい
のではないか。

　自立支援に向けたケアプランの自己作成については、介護給付や予防給付においては認めれれていること
から、ケアプランの自己作成については、ご本人の希望のある場合は支援してまいります。
　総合事業におけるケアプランの作成は、国のガイドラインにより自己作成が認められていないことから、
あんしんすこやかセンターの職員や一部委託を受けたケアマネジャーが利用者の意向をお聞きしながら、必
要な支援を行ってまいります。

1

3
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3-1
フレ
イル
対策
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めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

　自立支援の名のもとに「過度な自立の強要」をやめて、
まだ元気なうちに（歩いたりできるうちに）リハビリでき
るよう利用回数制限・訪問回数制限をやめて下さい。

　まだ元気なうちにリハビリできるよ
う、利用回数制限・訪問回数制限をや
めて下さい。

　ご本人の介護度によって、利用できる単位が決まっております。また、サービス利用については、本人の
状態に応じた回数をケアマネジメントにて決定しておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

1

14

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

　エビデンスに基づく効果的な展開・・・「日常生活圏域
ごとの高齢者の現状を把握しています。」とあります。情
報公開の予定はあるのでしょうか。様々な方が支障のない
限り知って、市民が活用できるようにしていただければと
思います。

　日常生活圏域ごとに高齢者の現状を
把握しているとのことですが、情報公
開の予定はあるのでしょうか。

　第7期介護保険計画策定のための基礎資料や今後の高齢者施策の参考資料とするため、高齢者の実態調査を
実施しており、日常生活圏域ごとの高齢者の現状を把握しています。センシティブな情報も含まれているた
め、一般的には公開していませんが、調査の結果をふまえ、地域の特性に応じた介護予防事業の展開に活用
しております。今後とも、効果的な事業が展開できるよう対応してまいります。

1

15

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

　地域の実情に応じた環境づくり・・・「神戸市オリジナ
ル体操のDVDの配布」とありますが、配布で終わらずどこ
で、どのように活用して成果・効果の評価の仕組みを構築
してはいかがでしょうか。また、民間でも様々な「体操」
があります。それらも一緒に活用・普及するような文言の
方が良いと思います。

　「神戸市オリジナル体操のDVDの配
布」とありますが、どこで、どのよう
に活用するなど成果・効果の評価の仕
組みを構築してはどうか。

　神戸市オリジナル体操のDVDは、短期集中通所サービスや地域拠点型一般介護予防事業で活用しており、そ
の他自主活動として地域で体操に取り組まれている団体に対して、希望があれば区保健センターを通じて配
布しております。
　神戸市内の各区においてもご当地体操があるところもあり、あわせて実施することにより、普及効果があ
ると考えております。実施する方のお体の状態やニーズに応じて、選択いただき、様々な体操を活用し、楽
しみながら継続することが重要です。本体操は、あくまでも地域の中で実施する運動や体操の機会のツール
のひとつですので、本体操DVDの効果のみならず、地域における体操が展開することでの介護予防の効果を検
証してまいります。 1

16

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

第1章　重点目標・市策の柱1　第1節　フレイル対策を含め
た介護予防の推進
　基本的に賛成です
　・「いつまでも元気でいたい」「人の世話にはなりたく
ない」という思いは人間共通の思いだと思います。自立支
援の意欲を価値観の押し付けでなくその地域や個々の実情
に合わせ、気持ち寄り添いながら支援していくためには、
支援者やサービス提供者の質の向上が重要だと考えます。

　「重点目標・市策の柱1　第1節　フ
レイル対策を含めた介護予防の推進」
の施策に賛成します。
　地域や個々の実情に合わせ、気持ち
に寄り添いながら支援していくために
は、支援者やサービス提供者の質の向
上が重要だと考えます。

　高齢者の自立支援の意欲を大切に、地域の実情や個人の状況に合わせて、介護予防の推進を行ってまいり
ます。また、支援者やサービス提供者の質の向上にも研修などを通じて努めてまいります。

1

17

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

・フレイル予防は「運動」「栄養」に加え「社会参加」が
重要だといわれています。神戸医療生協も「脳いきいき班
会」や多様な「班活動」食事会や茶話会を通した「居場所
づくり」組合員同士の助け合いの仕組みづくりなどをより
いっそう広げていくことで健康で安心して暮らし続けられ
るまちづくりに関与していけたらと考えています。

　フレイル予防は、「社会参加」が重
要だといわれています。組合員同士の
助け合いの仕組みづくりなどをより
いっそう広げていくことで、健康で安
心して暮らし続けられるまちづくりに
関与していけたらと考えています。

　神戸市においても、より多くの高齢者が元気なうちから介護予防に取り組めるよう、心身機能の改善だけ
ではなく、高齢者が地域の中に生きがいや役割をもって生活できるような居場所づくりや出番づくりなど、
社会参加を目指したしくみづくりを支援者の皆様とともに進めてまいります。

1

4
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3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

介
護
予
防

第4節　介護予防に関する目標
・フレイルチエックはまだまだ浸透していませんが　目標
達成のために今後気軽に街角で受けられるような仕組みづ
くりが必要です。

　フレイルチエックはまだまだ浸透し
ていませんが　目標達成のために今後
気軽に街角で受けられるような仕組み
づくりが必要です。

　29年度から実施しているフレイルチェックは、市民健診集団健診会場のほか、29年10月現在350ヶ所の薬局
で実施しています。多くのみなさまに受けていただけるよう今後、実施場所や実施方法などを検討していき
ます。

1
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3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

健
康
づ
く
り

　健康ポイント制度、発想は非常に面白いと思います。折
角の企画なので、市民が飛びついて参加するように工夫を
してください。ポイント引き換え商品の内容は貧弱になる
と経費ばかり増大し結果が伴わないことになりかねませ
ん。

　健康ポイント制度は、市民が飛びつ
いて参加するように工夫をしてくださ
い。ポイント引き換え商品の内容は、
貧弱になると経費ばかり増大し、結果
が伴わないことになりかねません。

　神戸に思いをもつ企業や団体等と市民が中心となり昨年７月に設立した「健康創造都市KOBE推進会議」に
おいて、市民が魅力的に感じ、市内経済の活性化につながるような制度となるよう意見をいただいていると
ころであり、これらの意見をもとに効果的な制度となるよう次年度実施に向け検討を進めてまいります。

2

20

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

健
康
づ
く
り

　健康ポイント制度について、一定の目標を経年的に達成
した方等で安易に商品に交換や割引をすることは地域の活
性化と合わせていいかもしれませんが、他の方法はないの
でしょうか。商品よりも選択肢のひろい「地元商店街や
スーパーで使える商品券」などはどうでしょうか。データ
の管理・活用の方法について詳細な計画はあるのでしょう
か。分析結果を是非公表し、市民も一緒に考えることがで
きるといいと思います。

　健康ポイント制度について、商品に
交換や割引をすることは地域の活性化
にもいいかもしれませんが、商品より
も選択肢のひろい「地元商店街やスー
パーで使える商品券」などはどうで
しょうか。
　データの管理・活用の方法について
詳細な計画はあるのでしょうか。

　神戸に思いをもつ企業や団体等と市民が中心となり昨年７月に設立した「健康創造都市KOBE推進会議」に
おいて、市民が魅力的に感じ、市内経済の活性化につながるような制度となるよう意見をいただいていると
ころであり、これらの意見をもとに効果的な制度となるよう次年度実施に向け検討を進めてまいります。
　データの管理や活用については次年度から設計を行う予定ですが、データ分析により得られた結果を「健
康創造都市KOBE推進会議」の中でも議論し、市民の健康増進に役立てていきたいと思っております。 1

21

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

健
康
づ
く
り

【第3部　施策】第1章　フレイル対策を含めた介護予防の
推進　第2節　健康づくり対策
　賛同します。

　「第2節　健康づくり対策」に賛同し
ます。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1

22

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

健
康
づ
く
り

　健康創造都市KOBEの命名は、どこでなされたか。 　健康創造都市KOBEの命名は、どこで
なされたか。

　昨年１月に神戸経済同友会よりいただいた提言書において「健康創造都市KOBEとして仕掛け作りを」とあ
り、予算編成の中で「健康創造都市KOBE」としました。なお、昨年７月に開催された「健康創造都市KOBE推
進会議」設立総会において、趣旨・規約が承認されました。

1

23

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

生
涯
現
役
社
会

○老人クラブへの支援
　現在、老人クラブ会員の減少により活発な活動が出来な
い事、活動費が足りない事等の問題があります。具体的な
支援の方法はどのようなものでしょうか。

　現在、老人クラブにおいて、会員の
減少により活発な活動ができない、活
動費が足りないなどの問題がありま
す。具体的な支援の方法はどのような
ものでしょうか。

　高齢者が地域の中に生きがいや役割を持って生活できるような居場所づくりや出番づくりなど、環境への
アプローチを進めていく必要があります。
　老人クラブの健全な活動の推進と育成を図るため、その運営等に必要な経費の一部を補助しています。
　老人クラブが会員の生きがいを高め健康づくりを進める活動や、ボランティア活動を始めとした地域を豊
かにする各種活動を行うために要する経費について、運営補助金を交付し活動を支援しています。
今後も引き続き活動を支援していきます。

1

5
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3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

生
涯
現
役
社
会

第３節　生涯現役社会づくり
・既成の老人クラブだけでなく多様な社会参加の場が地域
の実情の沿って展開できるための行政の支援があればいい
と思います。

　既成の老人クラブだけでなく、多様
な社会参加の場が地域の実情に沿って
展開するための行政の支援があればよ
いと思います。

　地域には地域福祉活動やボランティア活動を行う意思はあっても、どのような活動をすればよいのか、ま
た、どこに相談したらよいのか分からない方がおられるため、こうした活動に参加しやすい仕組みが必要で
す。
　第７期計画では、これまでの「老人クラブ」や「シルバーカレッジ」などの取り組みに加え、高齢者が地
域の中に生きがいや役割をもって生活できるような居場所づくりや出番づくりなど、環境へのアプローチを
進めていく必要があると考えています。
　今後、より多くの高齢者の方がこうした活動に参加していただけるよう、広報啓発に努めるとともに、よ
り参加しやすいし仕組みの構築を図っていきます。

1

25

3-1
フレ
イル
対策
を含
めた
介護
予防
の推
進

生
涯
現
役
社
会

　第３節「生涯現役社会づくり」の＜主な施策＞（20ペー
ジ）の冒頭が「老人クラブへの支援」では、情けないと思
いませんか。80歳以上高齢者を対象としているのであれば
理解できますが、団塊の世代も対象にされているのであれ
ば、効果が期待できません。

　「生涯現役社会づくり」の主な施策
の「老人クラブへの支援」は、80歳以
上の高齢者を対象にしているのであれ
ば理解できますが、団塊の世代には効
果が期待できません。

　地域には地域福祉活動やボランティア活動を行う意思はあっても、どのような活動をすればよいのか、ま
た、どこに相談したらよいのか分からない方がおられるため、こうした活動に参加しやすい仕組みが必要で
す。
　第７期計画では、これまでの「老人クラブ」や「シルバーカレッジ」などの取り組みに加え、高齢者が地
域の中に生きがいや役割をもって生活できるような居場所づくりや出番づくりなど、環境へのアプローチを
進めていく必要があると考えています。
　今後、より多くの高齢者の方がこうした活動に参加していただけるよう、広報啓発に努めるとともに、よ
り参加しやすいし仕組みの構築を図っていきます。

1
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イル
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進

生
涯
現
役
社
会

・シルバー人材センターに登録しても「仕事が来ない」と
いう声を聞きます。個別に適した仕事をきめ細やかにコー
デイネートしていくこが必要になってくるのではないで
しょうか。

　シルバー人材センターに登録しても
「仕事がこない」という声を聞きま
す。個別に適した仕事をきめ細やかに
コーデイネートしていくこが必要に
なってくるのではないでしょうか。

　神戸市シルバー人材センターには、平成28年度末で約12,000人の会員の方に登録いただいており、様々な
分野で就業いただいていますが、平成28年度の就業実人員は7,842人で、就業率は65.7％となっています。会
員の皆さんの就業を通じた生きがいづくりを支援し、できるだけ希望に沿った仕事を紹介していくため、ま
ず会員登録時の面談の際に、資格・経験、健康状態、希望職種の意向等を個別にヒアリングさせていただい
ています。そのうえで、仕事を紹介する際には、発注者に仕事の内容を確認したうえで、希望職種（第１～
３希望）・職歴・住所などヒアリングさせていただいた内容をもとに、適任者を人選しながら、仕事を紹介
しています。
　未就業の原因としては、発注者の要望と会員の希望とのミスマッチや病気やケガにより就業できない会員
がおられることなど、様々な要因が考えられますが、今後とも、より多くの会員の方に就業していただける
よう、努めていきたいと考えています。
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運転免許自主返納後の移動手段の確保
　自主返納した人ももともと免許のない人も、坂の多い神
戸市では受診や買い物のための移動手段に困っておられる
人は多いです。福祉有償輸送は、要支援の人は適応になら
ないなど使いづらい面もあります。コミュニティーバスや
タクシー代助成の思い切った補填の仕組みなど、多様な
サービスの創設が必要かと思います。

　運転免許を自主返納した人も免許の
ない人も、坂の多い神戸市では受診や
買い物のための移動手段に困っておら
れる人は多いです。コミュニティーバ
スやタクシー代助成の仕組みなど、多
様なサービスの創設が必要と思いま
す。

 「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（案）」においては、運転免許自主返納の推進に合わせて、
移動手段の確保など地域での生活支援に努めることとしており、具体的な方策について検討していきたいと
考えております。

2
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【第3部　施策】第2章　地域での生活の継続に向けた支援
　 第1節　地域での支援体制づくり、相談体制の充実　あ
んしんすこやかセンターの機能強化について
　私どもは２圏域のあんしんすこやかセンターを担当させ
て頂いています。4名の職員で精一杯職務に努めていますが
十分な状況とは思っておりません。土曜日は窓口を開けて
いますので、日曜日に窓口を開けるためには増員無しでは
市民サービス後退になりかねません。また、看護師・保健
師など専門職を確保には相応の人件費が必要です。求めら
れる責務に応ずる費用をお願いします。

　あんしんすこやかセンターについ
て、日曜日に窓口を開けるためには増
員無しでは市民サービス後退になりか
ねません。また、看護師・保健師など
専門職の確保には相応の人件費が必要
です。求められる責務に応じた市の費
用負担をお願いします。

　平成28年12月8日の社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の見直しに関する意見として、特
に、地域包括支援センターの強化が必要であるとして、介護離職防止のためのセンター土日祝日開庁、地域
に出向いた相談会の実施等の取り組みについて示しており、神戸市においてもこれを踏まえて市民の利便性
向上のため、取り組んでまいりたいと考えております。あんしんすこやかセンターにもご協力をお願いした
いと考えております。
　なお、土日祝日開庁は、土日祝日のうちいずれかの開設を想定しており、例えば既に土曜日に開設してい
るセンターに対して、日曜日や祝日も開庁するよう求めることは予定しておりません。
また、市としては、こうした土日祝日開庁等の取り組みをあんしんすこやかセンターが行うために、既存業
務の見直し等による事務の効率化や、センターの体制強化のための支援策を検討しているところです。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　地域包括支援センター
　賛同します。

　地域包括支援センター運営協議会に
よる公平・公正なセンター運営の確保
について、賛同します。

　計画案に記載の通り、地域包括支援センター運営協議会による公平・公正なセンター運営に取り組んでま
いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

1
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　「高齢者や介護者の身近な相談窓口、高齢者が情報を入
手するところとして、地域包括支援センター（あんしんす
こやかセンター）がある」というアナウンスをどこで発信
しているのか。一般の認知度とその取り組みは。
　あんしんすこやかセンターの「ワンストップ機能」につ
いて、どういう意味か

　高齢者や介護者の身近な相談窓口と
して、あんしんすこやかセンターがあ
る」というアナウンスの強化し、認知
度のアップをはかるべき。
　あんしんすこやかセンターの「ワン
ストップ機能」とは、どういう意味
か。

　あんしんすこやかセンターの認知度は、平成28年度に行ったネットモニター調査では、40代以上の方で概
ね5割程度、70代では7割以上という結果でした。あんしんすこやかセンターの広報については、市の広報誌
等によるＰＲのほか、あんしんすこやかセンターから遠い地域を中心に、出張相談を実施するなど取り組ん
でいるところです。また、昨年度より、コンビニや銀行などであんしんすこやかセンターの広報パンフを置
かせていただいいるところです。今後も効果的な広報について工夫を重ねていきたいと考えております。
　「ワンストップ機能」とは、市民の方が相談にいらっしゃった時に、相談窓口として、的確な助言や情報
提供ができ、関係機関へ適切につなぐことができることと考えております。そうした機能が果たせるよう
に、職員の資質を向上し、関係機関との連携を深めていきます。
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○あんしんすこやかセンターの機能強化
　土日祝日の市民からの相談対応を促進するとあります
が、現在、土祝日はセンターを開所し、相談対応を行い、
日曜日の地域行事や時間外での会議にも参加しています。
　更に日曜日に開所することによりどれくらいの効果を見
通しているのでしょうか。まずは区役所で対応してみて評
価してみるという事を検討していただけないでしょうか。
　日曜日に出勤することにより平日の職員数の確保が難し
くなり、相談対応に支障が出ると思います。又、日曜日の
出勤が増える事により、センター職員の離職率が出て人材
確保が難しくなると思います。

　あんしんすこやかセンターにおい
て、日曜日に開所することによりどれ
くらいの効果を見通しているのでしょ
うか。日曜日に出勤することにより平
日の職員数の確保が難しくなり、相談
対応に支障が出ると思います。又、日
曜日の出勤が増える事により、セン
ター職員の離職が出て人材確保が難し
くなると思います。

　平成28年12月8日の社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の見直しに関する意見として、特
に、地域包括支援センターの強化が必要であるとして、介護離職防止のためのセンター土日祝日開庁、地域
に出向いた相談会の実施等の取り組みについて示しており、神戸市においてもこれを踏まえて市民の利便性
向上のため、取り組んでまいりたいと考えております。あんしんすこやかセンターにもご協力をお願いした
いと考えております。
  なお、土日祝日開庁は、土日祝日のうちいずれかの開設を想定しており、例えば既に土曜日に開設してい
るセンターに対して、日曜日や祝日も開庁するよう求めることは予定しておりません。市としては、こうし
た土日祝日開庁等の取り組みをあんしんすこやかセンターが行うために、既存業務の見直し等による事務の
効率化や、センターの体制強化のための支援策を検討しているところです。
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　あんしんすこやかセンターに求められることが多すぎる
と思います。
　会議の整理・統合や提出書類の削減など業務の整理や見
直しについて検討が必要とは、具体的にどう見直していく
のでしょうか。神戸市が新しく取り組む業務をあんしんす
こやかセンターが担当し、業務量が増え、消化しきれない
状況になっています。職員が疲弊しています。
　神戸市、区役所、あんしんすこやかセンターの役割を明
確にしていただきたいと思います。

　あんしんすこやかセンターについ
て、会議の整理・統合や提出書類の削
減など業務の整理や見直しは、具体的
にどのように行っていくのでしょう
か。
　神戸市、区役所、あんしんすこやか
センターの役割を明確にしていただき
たいと思います。

　市としてもあんしんすこやかセンターの求められる役割は大きくなっていることは認識してております。
地域包括ケア推進を進める上で、あんしんすこやかセンターの協力は必要不可です。あんしんすこやかセン
ターの業務について、適宜見直しを行い、業務の効率化を示していきたいと考えております。また、市とし
ては、あんしんすこやかセンターが今後も、地域包括ケアシステムの中核的機関としての役割を果たし続け
られるよう、センターの体制強化のための支援策を検討しているところです。

1
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資料４－②

　現役世代の家族介護者が介護離職を
回避するための有効手段の一つに、小
規模多機能等の地域密着型サービスを
利用する方法があるが、知らない人も
多い。
　地域包括支援センターによる、地域
密着型サービスという選択肢の周知を
お願いしたい。

　第７期計画では、（看護）小規模多機能居宅介護について、日常生活圏域に1箇所以上となるよう整備を
行っていくこと、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、整備拡大とサービスの普及啓発を行ってい
くこととしており、これら地域密着型サービスを推進していくことで、高齢者が中重度の要介護状態となっ
ても、可能な限り住み慣れた自宅・地域で生活を継続できるようにしていきたいと考えています。
　要介護の方のケアマネジメントは、居宅介護支援事業所が担当しております。あんしんすこやかセンター
は必要に応じ、後方支援を行っております。必要な方に必要なサービスを案内できるよう、あんしんすこや
かセンターの質の向上に努めてまいりたいと考えております。
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地域密着型サービス
　現役世代の家族介護者が介護離職を回避するための有効
手段の一つに、小規模多機能等の地域密着型サービスを利
用する方法があるが、知らない人も少なからず居る。
　地域包括支援センターも、要介護1以上になると、単に居
宅介護支援事業者を紹介するだけで、地域密着型サービス
のことを利用者側に周知しない模様。
　一旦、通常の在宅介護になると、居宅ケアマネが小規模
多機能等を紹介することはない。小規模多機能に切り替え
ると施設ケアマネに変わる→利用者（＝客）が減るから、
居宅ケアマネが勧めることは、通常はない。よって、自分
で調べなければ、利用者側は地域密着型サービスを知らな
いまま。社会問題である介護離職に関して、通常の在宅介
護サービスのみで防ぐのは難しい面がある。例えば、「朝9
時台に通所サービスが迎えに来てくれるまで外出できな
い」「晩は19時までに帰宅して、夕食を用意しないといけ
ない」等といった形で、家族介護者の行動に相当の制約が
生じる。それでは対応できない職種・職場の場合、介護離
職に向かう可能性が増す。柔軟に対応いただける介護事業
者が存在したとしても、今度は限度額に納まらないという
経済問題が生じ得る。
　地域包括支援センターには、せめて、地域密着型サービ
スという選択肢の周知をお願いしたい。
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地域包括支援センター（包括）の総合相談
　「総合相談窓口としてのワンストップサービス機能を強
化」については、家族介護者としても非常にありがたい。
　家族介護者にとって、居宅ケアマネが相談相手にならな
いことはよくあること。ネットの介護系掲示板等でも「居
宅ケアマネに相談したが全然ダメ。どうしたらいいのか」
という書き込みもしばしば目にする。ネットに書き込みで
きる人はまだいい。そうでない人は、そのまま行き詰まっ
てしまい、介護離職に至ったり、介護鬱→虐待→ 悪な介
護殺人・無理心中、に追い込まれることも十分あり得る
し、実際に起きている。
　「相談は、先ず地域包括支援センターへ」ということを
基本運用にし、周知していただきたい。利用者側の相談
は、それが医療マターなのか介護マターなのかそれ以外な
のか、利用者側自身も分かっていないことが多いので、総
合相談窓口が 適。
　なお、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
する基準』にあるように、居宅ケアマネは包括や自治体等
との連携に努めることを義務とされているが、実態は、包
括へ繋ぐこともやらず放置するのが常。
　一方、包括にも問題あり。経験上、自治体独自制度の窓
口が包括に設定されている場合や居宅ケアマネが当てにな
らない・ケアマネの言っていることに疑義がある場合に包
括へ問い合わせたことがあるが、包括の主任ケアマネが対
応すると「居宅へ聞け」といった対応だった。これでは問
題解決にならない。

　地域包括支援センターの「総合相談
窓口としてのワンストップサービス機
能を強化」については、家族介護者と
しても非常にありがたい。
　「相談は、先ず地域包括支援セン
ターへ」ということを基本運用にし、
周知していただきたい。

　あんしんすこやかセンターの広報については、市の広報誌等によるＰＲのほか、あんしんすこやかセン
ターから遠い地域を中心に、出張相談を実施するなど取り組んでいるところです。また、昨年度より、コン
ビニや銀行などであんしんすこやかセンターの広報パンフを置かせていただいいるところです。今後もあん
しんすこやかセンターの広報啓発に努めてまいります。また、ご相談に対して、お役に立てる回答や案内が
できるように、職員の資質を高め、関係機関と連携していきます。
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　介護予防・日常生活総合支援事業でも、ますます地域包
括支援センター（あんしんすこやかセンター）の役割が重
要で、要になると思いますが、４職種の方を複数配置する
などしないと対応が困難ではないかと思います。人の入れ
代わりも多く、人材確保や育成にも委託事業と言えども神
戸市の 大限の支援がないと、地域で生活する私たちは不
安です。また、センターによって力量の違いもあるように
思います。そこで、提案をしたいのですが、神戸市がすべ
てのあんすこセンターを委託せず１か所でも直接運営や中
心的な基幹のセンターを持ってほしいと強く思います。神
戸市も地域のあんすこを巡回していると思いますが、それ
だけでなく、あんすこセンターの経営や運営の実情も含め
て神戸市自らが運営することで見えてくることもあると思
います。今年度にならないと思いますが、今期計画の中で
の検討課題として加えていただきたく思います。是非ご検
討ください。

　介護予防・日常生活総合支援事業で
あんしんすこやかセンターの役割が重
要になると思いますが、４職種の方を
複数配置するなどしないと対応が困難
ではないかと思います。すべてのあん
すこセンターを委託せず、１か所でも
神戸市が直接運営する中心的な基幹セ
ンターを持ってほしいと思います。今
期計画の中での検討課題として加えて
いただきたく思います。

　介護保険法上、市町村が地域包括支援センターを民間法人に委託することが認められていることから、神
戸市では地域包括支援センターを民間法人に委託しております。民間法人に委託することにより、各法人の
人材やノウハウ等が発揮され、市内78圏域に76箇所のあんしんすこやかセンターをきめこまやかに設置をし
つつ、安定した地域包括支援センター運営を行なうことができていると考えています。
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　色々なセンター設置を検討しているようだが、どれも何
をしてくれるのか不明だし、ややこしくて混乱する。特に
高齢者に理解しろと言っても無理と思われる。別々に設置
するのであれば、あんしんすこやかセンターと抱き合わせ
て一つのセンターとして設置し、それぞれを分課する方が
効率的だし、包括的に支援できるのではないか。また、ど
のような支援をしてくれるのか一般の方には分かりにく
い。広報の仕方をもう少し工夫できないのか。

　色々なセンターを設置するのではな
く、あんしんすこやかセンターと抱き
合わせて一つのセンターとして設置し
た方が効率的だし、包括的に支援でき
るのではないか。
　どのような支援をしてくれるのか一
般の方には分かりにくいので、広報の
工夫を。

　あんしんすこやかセンターは他センターと連携し、業務を行っております。困りごと等をあんしんすこや
かセンターにご相談いただければ、相談内容に応じて専門のセンターと連携をしたり、ご紹介をさせていた
だきます。
　また、市としては、さらにあんしんすこやかセンターの認知度向上を図るため、あんしんすこやかセン
ターの広報に取り組んでおり、市の広報誌等によるＰＲのほか、あんしんすこやかセンターから遠い地域を
中心に、出張相談を実施するなど取り組んでいるところです。また、昨年度より、コンビニや銀行などであ
んしんすこやかセンターの広報パンフを置かせていただいているところです。今後も効果的な広報について
工夫を重ねていきたいと考えております。
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　要援護者支援センター・障害者支援センターの設置につ
いて、あんしんすこやかセンターの見守り推進委員との連
携や協働を具体的に示していかないとセンターばかりでき
て、市民は理解できないし、医療介護福祉職も住みわけが
見えてきくく、効果が 大限に出せる具体策を望ます。
「共生サービス」が言われる中「ワンストップサービスと
しての総合窓口」という文言もあるので、介護と障がい福
祉を単に連携でなく、まとめた地域の基幹センターを作る
など難しいのでしょうか。

　要援護者支援センター・障害者支援
センターの設置について、あんしんす
こやかセンターの見守り推進委員との
連携や協働を具体的に示していかない
と、市民は理解できないし、医療介護
福祉職も棲み分けが見えにくいので、
効果が 大限に出せる具体策を望みま
す。介護と障がい福祉をまとめた地域
の基幹センターを作るなど難しいので
しょうか。

　あんしんすこやかセンターの職員が他センター・他機関と連携を図り業務を行います。困りごと等をあん
しんすこやかセンターにご相談いただければ、相談内容に応じて専門のセンターと連携をしたり、ご紹介を
させていただきます。
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第2章　　重点目標・施策の柱2
第１節　地域での支援体制づくり、相談体制の充実
・あんしんすこやかセンターは市民にかなり浸透してきて
おり、センターの機能強化は必要だと思います。しかし業
務は多く、日曜祭日相談対応など職員の労働強化にならな
いよう願います。職員の質もセンターによってばらつきが
あります。「行政指導」での質の向上ではなく、労働条件
の改善、あるいは民間委託ではない方向性も視野に入れら
れないでしょうか。
　住民参加型サービスの育成は大変難しい課題だと思いま
す。私は医療生協で組合員同士の助け合いの仕組みを担当
していますが、求められるニーズは、認知症高齢者の増
加、介護保険が使いづらいなどの理由でますます専門性の
高いものになりつつあります。支援するもの支援される側
の状況をつかみ、きめ細やかなコーデイネートが必要で
す。そのためには社会福祉援助職の専門的な力が必要で
す。支援される側の尊厳を守るためにも　支援する側の社
会参加、生きがい作りのためにも、専門職がきちんと関わ
る必要があると思います。

　あんしんすこやかセンターは市民に
かなり浸透してきており、センターの
機能強化は必要だと思います。「行政
指導」による職員の質の向上ではな
く、労働条件の改善、民間委託ではな
い方向性も視野に入れられないでしょ
うか。
　住民参加型サービスの育成は大変難
しい課題だと思います。求められる
ニーズは、ますます専門性の高いもの
になりつつあり、社会福祉援助職の専
門的な力が必要です。専門職がきちん
と関わる必要があると思います。

　平成28年12月8日の社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の見直しに関する意見として、特
に、地域包括支援センターの強化が必要であるとして、介護離職防止のためのセンター土日祝日開庁、地域
に出向いた相談会の実施等の取り組みについて示しており、神戸市においてもこれを踏まえて市民の利便性
向上のため、取り組んでまいりたいと考えております。あんしんすこやかセンターにもご協力をお願いした
いと考えており、土日祝開庁のあり方については、検討をしてまいります。
　なお、土日祝日開庁は、土日祝日のうちいずれかの開設を想定しており、例えば既に土曜日に開設してい
るセンターに対して、日曜日や祝日も開庁するよう求めることは予定しておりません。また、市としては、
こうした土日祝日開庁等の取り組みをあんしんすこやかセンターが行うために、既存業務の見直し等による
事務の効率化や、センターの体制強化のための支援策を検討しているところです。
　住民参加型サービスの育成については、介護人材が不足していく観点も踏まえ、総合事業での対応を中心
に推進してまいります。
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　現行、中学校区でのあんしんすこやかセンター設置に
なっているが、小学校区エリアでのあんしんすこやかセン
ターが必要ではないかと思う。

　現行、中学校区でのあんしんすこや
かセンター設置になっているが、小学
校区エリアでのあんしんすこやかセン
ターが必要ではないかと思う。

　国は、地域包括支援センターを日常生活圏域ごとに設置することとしており、日常生活圏域は概ね中学校
区の規模を想定しています。市としても、そうした国の指針を受け、地域包括支援センターの圏域は、地域
包括支援センターを概ね中学校区域に一つ設置することを目安として、高齢者人口の分布を考慮して設定し
ているため、あんしんすこやかセンターの増設は難しいと考えております。広い圏域のあんしんすこやかセ
ンターにおいては、出張相談等を行い、利用者の方が相談に行きやすい工夫をしております。今後もあんし
んすこやかセンターが機能強化できるよう支援を行ってまいります。
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　平常時・災害時のための「要援護者支援センター」につ
いて、要援護者とは？活動内容・範囲は？要介護者・要支
援者との違いはなにか

　平常時・災害時のための「要援護者
支援センター」について、要援護者と
は？活動内容・範囲は？要介護者・要
支援者との違いはなにか

　神戸市では、あんしんすこやかセンターに地域支え合い推進員を配置し、ひとりぐらし高齢者等を地域で
見守っている民生委員等と協力をしながら、住民同士で互いに見守り支え合えることのできる地域づくりを
行っております。
　これまでの取り組みを踏まえ、今後、災害時に本当に支援が必要となる要援護者、具体的には、社会参加
が困難な高齢者（例えば要支援認定や要介護認定を受けている方や身体や知的の障害がある方など）や若年
障害者などを平時から地域で見守りができる体制を構築してまいります。
　要援護者支援センターに要援護者支援コーディネーターを配置し、見守りが必要となる対象者の把握や
ニーズのとりまとめを行い、関係機関との顔の見える関係づくり等、見守りに関して中心的な役割を担って
まいります。
　要援護者支援センターの設置拡大に伴って、各センターの活動圏域についても調整してまいります。
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　要援護者とはどのような方々を指しているのか。また、
見守り支援とは何を具体的にしてくれるのか。
　要援護者支援コーディネーターはどのような資格の人が
なるのか。

　要援護者とはどのような方々を指し
ているのか。また、見守り支援とは何
を具体的にしてくれるのか。
　要援護者支援コーディネーターはど
のような資格の人がなるのか。

　神戸市では、あんしんすこやかセンターに地域支え合い推進員を配置し、ひとりぐらし高齢者等を地域で
見守っている民生委員等と協力をしながら、住民同士で互いに見守り支え合えることのできる地域づくりを
行っております。
　これまでの取り組みを踏まえ、今後、災害時に本当に支援が必要となる要援護者、具体的には、社会参加
が困難な高齢者（例えば要支援認定や要介護認定を受けている方や身体や知的の障害がある方など）や若年
障害者などを平時から地域で見守りができる体制を構築してまいります。
　要援護者支援センターに要援護者支援コーディネーターを配置し、見守りが必要となる対象者の把握や
ニーズのとりまとめを行い、関係機関との顔の見える関係づくり等、見守りに関して中心的な役割を担って
まいります。
　要援護者支援コーディネーターは要援護者支援センターを運営する法人の職員で、上記業務を実施できる
方に担っていただきます。
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　障害者支援センター設置について、障害者の「見守り」
の具体的な範囲は？
　今の障害者地域生活支援センター内に設置できないの
か？新たに設置ばかりでは、設備費や人件費ばかりかかる
のではないか？あんしんすこやかセンターも利用できない
のか？

　障害者支援センター設置について、
障害者の「見守り」の具体的な範囲
は。今の障害者地域生活支援センター
内に設置できないのか。

　これまでの高齢者見守り等の取り組みを踏まえ、今後、災害時に本当に支援が必要となる要援護者、具体
的には、社会参加が困難な高齢者や障害者（例えば要支援認定や要介護認定を受けている方や身体や知的に
障害のある方など）を平時から地域で見守りができる体制を構築するにあたり、若年の障害者については、
各区に設置する(仮称）障害者支援センターで、相談機能として設置する障害者地域生活支援センター等と連
携して見守り支援を実施してまいります。高齢の障害者の見守りについては要援護者支援センターやあんし
んすこやかセンターと連携してまいります。
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○「要援護者支援センター」の設置
　区に一人「要援護者支援コーディネーター」を配置する
ことにより、見守り活動にどれくらいの効果が期待できる
のでしょうか。
　区役所の役割はどのようになっているのでしょうか。
　地域支え合い推進員はあんしんすこやかセンターの職員
という位置づけが表の中に表されていないように思いま
す。

　区に一人「要援護者支援コーディ
ネーター」を配置することにより、見
守り活動にどれくらいの効果が期待で
きるのでしょうか。
　区役所の役割はどのようになってい
るのでしょうか。

　あんしんすこやかセンターに地域支え合い推進員を配置しており、近隣住民同士で見守り支え合える地域
づくりを進めております。
　今後、要援護者支援センターは各区におけるバランスを考慮し、設置拡大を進めていくこととしており、
それに伴って、要援護者支援コーディネーターも増員していくことになります。
　要援護者支援コーディネーターは、地域との顔の見える関係づくりに努め、あんしんすこやかセンターの
地域支え合い推進員や民生委員等の見守り支援者間のネットワークづくりに努めることで、見守りに関して
中心的な役割を担っていくことになります。
　また、区役所は、民生委員の地域見守り活動への支援等、見守りに関しての支援を行います。
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【第3部　施策】第2章　地域での生活の継続に向けた支援
第2節　在宅医療・介護連携の推進
　賛同します。

「第2節　在宅医療・介護連携の推進」
について賛同します。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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入退院時等の情報処理
　「ケアマネと病院の連携を強化」が、厚労省の社保審・
介護給付費分科会では提言されているが、懸念だらけ。止
めて欲しい。
　ケアマネは「介護保険制度に一定程度詳しい専門家」で
はあるが、ソーシャルワークはできないし、”一般業務管
理マネジメント”に関しては素人。
　経験上、ケアマネに情報を集約する運用に従った場合、
・報告連絡はケアマネで停留・放置／伝言ゲームの如く情
報が医療介護者に歪んで伝わる
→各医療介護者に対して一々再説明が必要
・私が、被介護者の既往歴等まとめた書類をケアマネに預
けたことがあるが、「どこかにいった」と（後に見つかっ
て返却されたが）
→情報を溜め込むだけで、活用力・処理力がない。個人情
報管理能力もない
・こちらが言ってもいないことを勝手に記載する作文虚偽
計画書を作成、その旨を指摘しても放置
→アセスメント力皆無。体裁を整えるだけの「作業」をし
ているだけ ・居宅介護支援事業所側の都合で担当者を変更
した場合でも、事業所内で仕事の引継ぎも全くできない
・支援経過記録は、ただのイベントログ
→トレーサビリティも一切担保なし
・サービス担当者会議の議事録は、各関係者のコメントの
羅列であり、何の議事録にもなっていない等々。一般企業
ではあり得ない。
入退院時に限った場合でも経験上、
・退院予定が決まった際、ケアマネに連絡すると「私が病
院に聞き取りに行った方がいいか？」と逆に問われた
→そもそも家族が判断すべきことではない
・親が急性増悪→訪問看護へ緊急連絡→救急搬送→危篤→
訪問看護や訪問予定だった訪問介護等へ状況連絡。その
後、危篤状態で ICUに入っている状態、身内との連絡しか
するつもりがない状態の時、ストーカーの如くケアマネに
電話発信を連打された（着歴がケアマネ分で埋まり尽くし
た） 　→訪問看護等に連絡した時点で、家族介護者として
の私の連絡責任は果たしている。被介護者が危篤状態で、
ケアマネにできることは何もない筈だが、非常識極まりな
い・ 低限のマナーも合理的配慮も状況判断も一切できな
い適性欠落者。入院時対応加算の「小銭稼ぎ」のためだっ
たと推測している。しかもこれが「主任ケアマネ」。「主
任」には全く何の意味もない。
　人が死のうが、人の人生をぶっ壊そうが、人に不利益を
被らせ被害を及ぼそうが、一切お構いなしのケアマネは普
通に存在する。実を伴わない余計な「加算」など設定しな
いでもらいたい。「小銭稼ぎ」を 優先させ、非常識なこ
とをするケアマネは現に存在する。
病院の医者⇔診療所のかかりつけ医
病院の看護師⇔訪看・診療所の看護師
病院の介護士・セラピスト⇔訪介介護士・訪問リハのセラ
ピストといった形で、現場の医療介護者同士で直接的に情
報提供・申し送りを行うことを基本運用にすべき。必要な
ら、現場の医療介護者からケアマネに情報を上げる形に。
一旦ケアマネに情報集約する、というデタラメ運用はやめ
てもらいたい。そんなことをしても現場の医療介護者に正
確な情報は行き渡らない。医療介護サポートセンターもそ
のように主導いただきたい。

　「ケアマネジャーと病院の連携を強
化」が、厚労省の社保審・介護給付費
分科会では提言されているが、懸念だ
らけなのでやめてほしい。一旦ケアマ
ネに情報集約するという運用はやめて
もらいたい。そんなことをしても現場
の医療介護者に正確な情報は行き渡ら
ない。医療介護サポートセンターもそ
のように主導いただきたい。

　地域包括ケアシステムを推進していくため、医療・介護の連携はますます必要となっております。医療
ニーズの高い利用者が安心して地域で暮らしていくために、医療や介護など様々なサービスや支援の調整役
となるケアマネジャーの役割が大変重要です。
　平成30年度からの介護報酬の改定案でも、医療機関との連携により積極的に取組むケアマネ事業所につい
て、入退院時連携に関する評価を充実することなどが盛り込まれており、在宅医療・介護連携のより一層の
推進がなされるものと考えています。
　また、本市としては、各区に設置されている「医療介護サポートセンター」において、ケアマネジャーな
どの介護関係者と医療関係者の連携がより進んでいくよう、多職種連携が必要な事例検討会など医療・介護
関係者向けの研修を定期的に実施するなど、多職種間で顔が見える関係づくりを支援していきます。
　さらに、ケアマネジャーに対し、医療知識習得や多職種連携のスキル向上のための研修などを実施し、医
療と円滑に連携できるケアマネジャーを育成することとしています。
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第2節　在宅医療・介護連携の推進
　基本的に賛成です。
　長田区の状況しかわかりませんが昨年７月医療介護サ
ポートセンターが立ち上がり　相談に対してきめ細やかで
誠実な対応をされていると感じます。

　「第2節　在宅医療・介護連携の推
進」は、基本的に賛成です。
　昨年７月医療介護サポートセンター
が立ち上がり、相談に対してきめ細や
かで誠実な対応をされていると感じま
す。

　平成29年度に全区に設置しました医療介護サポートセンターについて、今後も機能の充実をはかってまい
ります。

1
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【第3部　施策】第2章　地域での生活の継続に向けた支援
第3節　権利擁護／虐待防止対策
　賛同します。

　「第3節　権利擁護／虐待防止対策」
について賛同します。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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権利擁護施策の拡充について
  緊急に金銭管理が必要とされるケース等、成年後見制度
や福祉サービス利用援助事業では対応できないような金銭
管理に関する課題が生じた場合はどうするか等について、
相談できる窓口も検討していただきたい。

　成年後見制度や福祉サービス利用援
助事業では対応できないような金銭管
理に関する課題が生じた場合の対応に
ついて、相談できる窓口の設置を検討
していただきたい。

　福祉サービス利用援助の利用にあたっては、ご相談から訪問、面談、契約とサービス提供までに手続きが
必要ですが、迅速かつ適切に支援を行えるよう、サービス提供までの期間短縮に取り組んでいるところで
す。
　また、判断能力の低下に伴い後見相当となった場合で、市長が後見開始を申し立てるケースについても、
慎重な手続きを踏んでおり、親族の意向確認等や資料の準備、内部の会議や、第三者委員会による審議を
行っていることから一定の時間を要しますが、今後は、業務の一部外部委託化等により申立までの期間を短
縮することで、迅速に制度利用につなげるべく検討を行っています。
　金銭管理を適正に行うには、こうした手続きが必要であることをご理解いただきますようお願いいたしま
す。
　なお、現在、身近な地域で権利擁護に関する相談ができるよう、相談体制の整備に向けて検討を行ってい
るところです。

1

49
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第3節　権利擁護・虐待防止対策
　成年後見制度はかなり普及したものの「申請が難しい」
「お金がない人は利用できない（する必要はない）」など
まだまだ医療介護に携わる専門職にもわかりづらいもので
す。早急に全区役所に相談窓口が開設されることを望みま
す。

　成年後見制度は、普及してきたもの
の医療介護に携わる専門職にもわかり
づらいものです。早急に全区役所に相
談窓口が開設されることを望みます。

　現在、成年後見制度に関する相談窓口として、神戸市社会福祉協議会内の神戸市成年後見支援センターで
の専門的な相談窓口に加え、市民後見人候補者による成年後見制度の利用手続き相談室を、各区において順
次開設しているところです。早急に全区に開設し、身近な窓口として利用いただけるよう努めてまいりま
す。

1
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緊急時の対応について
　災害時に要援護者の初動受入及び生活支援を行う基幹福
祉避難所の整備や福祉避難所の充実は必要であるが、それ
だけの対応では多数の要援護者の避難先の確保は難しいの
ではないか。
　提案として、日ごろから要援護者がご利用されている通
所介護や訪問介護、ショートステイ等の居宅サービス事業
所とケアマネジャー等と平時から災害時はどうするか等を
検討することによって、災害時の初動期の受け入れ先や一
次避難所や在宅での避難生活も検討できるのではないかと
思われる。また、個人情報の取り扱いも含めて平時より基
幹福祉避難所とケアマネジャー、居宅サービス事業所と連
携できるシステムを検討していただきたい。

　緊急時の対応について、日ごろから
要援護者が利用されている居宅サービ
ス事業所やケアマネジャー等と災害時
の対応について検討することにより、
災害時の初動期の受け入れ先や一次避
難所や在宅での避難生活なども検討で
きるのではないか。平時より基幹福祉
避難所とケアマネジャー、居宅サービ
ス事業所と連携できるシステムを検討
していただきたい。

　個人情報の取扱いの検討も必要ですが、本人が同意された方については、介護事業者と要援護者支援セン
ター等とが連携できるようなしくみを検討していきたいと考えております。

1
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緊急時の施設入所の実施について
  ミドルステイサービスについての実績はほとんどなく、
実際には稼働していないのではないか。それは、特定の高
齢者介護支援センターしか利用できないシステムになって
いるからではないか。提案としてどの特養等の介護保険施
設でもミドルステイサービスが利用できるようにしていた
だきたい。

　ミドルステイサービスについての実
績はほとんどなく、実際には稼働して
いないのではないか。それは、特定の
高齢者介護支援センターしか利用でき
ないシステムになっているからではな
いか。どの介護保険施設でもミドルス
テイサービスが利用できるようにして
いただきたい。

　ミドルステイサービスは、法定サービスを補完するサービスとして神戸市独自に実施しているサービスで
す。神戸市独自のサービスであるため、法定サービスに比べ、ケマネジャー等の認知度が低いことも考えら
れ、より円滑な利用が図られるよう、ホームページや集団指導の場などを活用し、広く周知に努めてまいり
ます。

1
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第4節　緊急時の対応
　基本的に賛成です。災害時は災害直後の命を守る対応と
時間が経過してからの生活を守る対応が必要です。障がい
者や独居の重度介護者が置き去りにされないしくみと　普
段元気な市民の安全が守られる仕組みと　きちんと分けて
考えていくことが必要かと思います。

　「第4節　緊急時の対応」について基
本的に賛成です。障がい者や独居の重
度介護者が置き去りにされないしくみ
と、普段元気な市民の安全が守られる
仕組みときちんと分けて考えていくこ
とが必要と思います。

　災害発生時には、基幹福祉避難所が要援護者の初動受け入れを行い、状況を確認しながら、適切な支援に
つなげていくように努めます。
　災害時に支援が必要となる方を把握し、平時から地域で見守り支え合えるよう、顔の見える関係づくりを
進めることで、災害時にも障害者や支援を要する高齢者への適切な支援につなげるように努めます。

1
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【第3部　施策】 第3章　認知症の人にやさしいまちづくり
の推進
　賛同します。

　第3章　認知症の人にやさしいまちづ
くりの推進について、賛同します。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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　認知症のサポートについて、専門機関の設置だけでな
く、受診させるまでが大変なことがあると思うが、その支
援は？

　認知症のサポートについて、専門機
関の設置だけでなく、受診させるまで
が大変なことがあると思うが、その支
援は。

　認知症の疑いがあるが医療・介護サービスを利用されていない方、または、医療・介護サービスを利用し
ているが、道に迷い行方不明になる等BPSD（行動・心理症状）が顕著で対応に苦慮されている方とそのご家
族に対して、早期に対応する「認知症初期集中支援チーム」の各区への配置をすすめており、早期診断・早
期対応に向けて支援しております。
　受診までのサポートについては、認知症初期集中支援チームのチーム員が訪問を繰り返してご本人・ご家
族と関係性を構築しながら、受診の勧奨・受診同行等支援を行っています。今後も個別に応じた支援を進め
てまいります。

1
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認知症の人にやさしいまちづくり条例に関して
　事故防止のための運転免許自主返納の推進にあたっての
判断や推進については、担当のケアマネジャー等の意見や
サービス担当者会議を活用していただきたい。また、認知
症高齢者への声掛け訓練の実施に当たり、市民への理解が
得られるように啓発については、あんしんすこやかセン
ターまかせでなく、行政も積極的にしていただきたい。

　事故防止のための運転免許自主返納
の推進にあたっての判断や推進につい
ては、担当のケアマネジャー等の意見
やサービス担当者会議を活用していた
だきたい。また、認知症高齢者への声
掛け訓練の実施に当たり、市民への理
解が得られるように、啓発について
は、あんしんすこやかセンター任せで
なく、行政も積極的に行っていただき
たい。

　認知症の人にやさしいまちづくりを推進するための取り組みとして、運転免許自主返納の推進に合わせ
て、移動手段の確保など地域での生活支援に努めることとしており、具体的な方策について検討していきた
いと考えております。
　また、介護保険を利用されている方の対応においては、サービス担当者会議での検討内容（ご本人の記憶
障害や生活上の障害の程度、鑑別診断結果等）を、あんしんすこやかセンターや認知症初期集中支援チーム
へつなぎ、自動車運転に不安のある方への相談に充分に応じるなど、適切な支援につながるよう、連携・協
力しながら対応を進めていく必要があると考えています。
　また、地域で認知症の人の見守りを強化していくためには、声かけ訓練の必要性をご理解いただき、より
多くの方に訓練にご参加いただけるよう、あんしんすこやかセンターと連携しながら、市民や関係団体の
方々に向けて積極的な周知・啓発に取り組んでいきます。

1
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ICTを活用した見守り
　「監視」との区別が曖昧。
　老人の写真を平気でネットにUPするなど、そもそも肖像
権を含めた人格権に係る意識が欠落した介護事業者は、普
通に存在する。SNSやLINEなどに利用者個人情報を載せるよ
うな事業者も居る。患者情報をUSBメモリや紙媒体にコピー
（＝規約違反）し、それを紛失する医者も居る。
　個人情報の中でも、医療介護に係る個人情報は非常にセ
ンシティブなもの。人権意識・情報リテラシーが低い医療
介護者に対する不安は大きい。

　ICTを活用した見守りについて、「監
視」との区別が曖昧ではないか。
　個人情報の中でも、医療介護に係る
個人情報は非常にセンシティブなもの
であり、人権意識・情報リテラシーが
低い医療介護者に対する不安は大き
い。

　本市では、平成27年度から行方不明になる心配がある方の情報を事前登録し警察等で共有し、行方不明時
にはメールで情報提供を呼びかける「高齢者安心登録事業」を実施しており、現状として複数回行方不明に
よるメールによる捜索協力依頼している方がおられます。このため、行方不明になる心配のある方を早期に
発見し事故を予防するため、地域での見守りや既存事業である行方不明時のメール配信（高齢者安心登録事
業）による捜索協力に加えて、ＧＰＳ等を活用し、現在おられる位置情報を確認する等の対策も必要である
と考えています。
　本市では、個人情報の取扱いについては、神戸市個人情報保護条例に基づき対応しており、原則本人同意
のもと、契約を行う予定です。ご指摘の点につきましては、充分に留意し、事業を進めてまいります。

1

57

3-3
認知
症の
人に
やさ
しい
まち
づく
りの
推進

認
知
症

・認知症の人にやさしいまちづくりの推進について
〇区レベル、あんしんすこやかセンター管轄での、認知症
サポーター数の目標設定を行う。
（１）現在、認知症サポーター養成講座の取り組みを実施
されていますが、神戸市全体、各区などでの介護保険事業
計画においてのサポーター数の目標人数を明確にすること
が重要と思います。また講師役のキャラバンメイトの数が
少ないと思います。居宅サービス事業所にキャラバンメイ
ト配置を求めるなどの意見を盛り込んではいかがでしょう
か？
（２）区民や地域住民だけではなく、市内の企業や会社に
も毎年１回は認知症サポーター養成講座を行うことができ
るようにすすめてみてはいかがでしょうか？　住民だけで
なく働く方にも、市民の安全を互いに助ける形です。

　神戸市全体、各区などでの介護保険
事業計画においてのサポーター数の目
標人数を明確にすることが重要と思い
ます。また講師役のキャラバンメイト
の数が少ないと思います。居宅サービ
ス事業所にキャラバンメイト配置を求
めるなどの意見を盛り込んではいかが
でしょうか。
　区民や地域住民だけではなく、市内
の企業や会社にも毎年１回は認知症サ
ポーター養成講座を行うことができる
ようにすすめてみてはいかがでしょう
か。

　本市では、国の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づく目標数として、平成29年度末まで
に約8万人を養成することとしており、平成28年度末で累計約8万人の方がご受講されているところです。さ
らに、認知症サポーターで地域で活動意欲がある方に対し、今年度の新規事業として、認知症カフェや居宅
を訪問し、認知症の人の話し相手となる「訪問サポーター」を養成しており、応援者養成から活動へと事業
を充実させていきたいと考えています。また、認知症サポーターのいる商店・事業所等へ認知症サポーター
ステッカーを配布し、認知症に理解のある商店等の目印としてもらうこととしています。（認知症サポー
ター店）
　キャラバン・メイトは、市内に約300人おり、講師役としてボランティアで年10回程度のサポーター養成講
座を開催しています。
　企業等を対象とした認知症サポーター養成については、本市でも積極的に取り組んでおり、これまで金融
機関・食料品販売店やマンション管理組合など多くの企業の方に平成28年度末で累計約1万5,000人にご受講
いただいています。また、地域の高齢者の異変に気付いた場合にあんしんすこやかセンターに連絡する「高
齢者見守り事業」の協力事業者の方々にもご協力を依頼しているところです。

1
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　特別養護老人ホームを大幅に建設し待機者を解消して下
さい。

　特別養護老人ホームを大幅に建設
し、待機者を解消して下さい。

　高齢者が「住み慣れた地域で、介護を受けながら暮らし続けること」を可能とし、様々なニーズに対応で
きる多様な住まいの整備が必要と考えており、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グ
ループホーム、特定施設（有料老人ホーム及びケアハウス）といった施設を、各施設が担うべき役割や利用
する高齢者のニーズに配慮しながら、計画的に整備を進めていきます。
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特別養護老人ホームの入所について
　要介護1及び2の特例入所の事例がかなり少ないのではな
いか。虐待等でどうしても入所が必要な方については、措
置入所ができるように今まで以上に調整していただきた
い。

　特別養護老人ホームの入所につい
て、要介護1及び2の特例入所の事例が
かなり少ないのではないか。虐待等で
どうしても入所が必要な方について
は、措置入所ができるように今まで以
上に調整していただきたい。

　神戸市においては，「神戸市特別養護老人ホーム入所指針」に基づき，特例入所に関する要件や手続きを
定めており，特例入所対象者についても，施設側で受け入れが可能であれば，入所選考等を経て入所してい
ただいております。また，特例入所の要件の１つとして，「家族等による深刻な虐待が疑われること等によ
り、心身の安全・安心の確保が困難であること」を定めており，虐待等による入所が必要な要介護状態の高
齢者についても特例入所の対象としています。

1
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・特別養護老人ホームも低所得では入れない施設になって
しまいました。居住費がかからない、生活保護でも入居可
能な施設を切望します。

　特別養護老人ホームも低所得では入
れない施設になってしまいました。居
住費がかからない、生活保護でも入居
可能な施設を切望します。

　高齢者が「住み慣れた地域で、介護を受けながら暮らし続けること」を可能とし、様々なニーズに対応で
きる多様な住まいの整備が必要と考えており、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グ
ループホーム、特定施設（有料老人ホーム及びケアハウス）といった施設を、各施設が担うべき役割や利用
する高齢者のニーズに配慮しながら、計画的に整備を進めていきます。
　特別養護老人ホームについては、多様な施設の整備を行う必要があることから、個室ユニットケアの考え
方は活かしながら、ユニット型個室に比べ、低廉な従来型個室や、利用者のプライバシーに配慮した多床室
の整備も併せて行う予定です。

1
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【有料老人ホーム】
　３５ページに「利用者のプライバシーに配慮した多床室
の整備」とありますが、いかにプライバシーに配慮して
も、多床室は「住まい」ではありません。長岡市で多床室
の特別養護老人ホームを廃止した小山剛氏（故人）が、
「多床室は、災害時の避難所。大学生でもワンルームマン
ションに暮らす時代に、高齢者が多床室で 期を迎えるの
はいかがなものか。」と指摘し（且つ地域に小規模の複合
型特養（個室）を展開し）ております。全く同感です。
　１０年後には団塊の世代が入居する時期が来ます。多床
室に喜んで入りたいと思う人はいないと思います。
割り当てられる神戸市の予算の額の問題であれば、「神戸
市に整備費の負担のない」有料老人ホームの整備を優先さ
れてはいかがでしょうか。有料老人ホームは個室でなけれ
ば設置できませんし、民間事業者が整備費の負担をします
ので、神戸市にとって願ったりかなったりではありません
か。

　特別養護老人ホームについて、「利
用者のプライバシーに配慮した多床室
の整備」とありますが、いかにプライ
バシーに配慮しても、多床室は「住ま
い」ではありません。多床室に喜んで
入りたいと思う人はいないと思いま
す。
　多床室の整備が神戸市の予算の問題
であれば、「神戸市に整備費の負担の
ない」有料老人ホームの整備を優先さ
れてはいかがでしょうか。

　特別養護老人ホームについては、施設サービスにかかる食費・居住費（滞在費）について負担を軽減する
制度など、低所得者の方に配慮した制度を実施していますが、「第7期神戸市介護保険事業計画の策定に向け
た実態調査」において、個室と相部屋（多床室）の概ねの負担額を紹介したうえで、個室・相部屋のどちら
を選択するかたずねたところ、24.5％の方が「相部屋」と回答される結果となりました。そこで、高齢者の
様々なニーズに対応できるよう、多様な施設の整備を行う必要があると考え、個室ユニットケアの考え方は
活かしながら、従来型個室や、利用者のプライバシーに配慮した多床室の整備も併せて行う予定です。ご意
見については、今後、特別養護老人ホームの整備を進めていく上でのご意見として承ります。

1

62

3-4
安
全・
安心
な住
生活
環境
の確
保

施
設
整
備

【特定施設入居者生活介護】
　特養の第７期中の整備量1,100に対し、特定の整備量330
は、バランスが取れていません。神戸市にとって、①整備
費負担が少ない、②特養よりも介護報酬が低い、特定施設
入居者生活介護の整備を優先しない理由が理解できませ
ん。是非、整備量のバランスの見直しを再検討していただ
きたいと考えます。

　第７期中の施設の整備について、特
別養護老人ホームの第７期中の整備量
1,100に対し、特定施設の整備量330は
バランスが取れていません。整備量の
バランスの見直しを再検討していただ
きたいと考えます。

　団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、今後の高齢者人口や施設利用者数の伸びを推計し、ま
た、地域医療構想との整合性を図りながら、高齢者が「住み慣れた地域で、介護を受けながら暮らし続ける
こと」を可能とし、様々なニーズに対応できる多様な住まいの整備が必要と考えており、特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、特定施設（有料老人ホーム及びケアハウス）といっ
た施設を、各施設が担うべき役割や利用する高齢者のニーズに配慮しながら、計画的に整備を進めていきま
す。
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　安全安心な住環境整備について、「子育て世代や親との3
世代」近くに住む引越し助成について、同居だけでなく、
近隣としたところが、介護者の心身経済面での負担軽減
や、親世代が孫の世話などをするという元気でいる生きが
い作りとなると思われ、現実味がある素晴らしい案だと思
う

　「子育て世代や親との3世代」近くに
住む引越し助成について、同居だけで
なく、近隣としたところが、現実味が
ある素晴らしい案だと思う

　本助成は、本格的な少子・超高齢社会を迎える中、３世代が近居もしくは同居し、相互に助け合いながら
高齢期や子育て期を安心して過ごすといった住まい方を支援する取り組みとして実施しており、引き続き取
り組みを進めてまいります。

1
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　それぞれの事情で子育て世帯と親世帯の3世帯が近くに住
みたくても住めない家族も大勢いる。特に神戸市は震災遺
児となられた方もいらっしゃる。親に頼りたくても頼れな
い人の方が何倍も苦労されている。そのような方々こそ支
援が必要なのではないか。そもそも親の近くに住める人は
助成など出さなくても住んでいらっしゃる。また、近くに
住んでいても同居していても親の面倒をみない人はみな
い。そのような方々への助成を考えるのは不公平感を覚え
る。

　子育て世帯と親世帯の3世帯が近居支
援について、親に頼りたくても頼れな
いような方々こそ支援が必要ではない
か。

　本助成は、住宅政策の様々な支援の中の一つで、子世帯への支援だけではなく、高齢期を迎える親世帯に
とっても子世帯が近くにいる安心感、緊急時のサポートの受けやすさといった効果が想定されることから、
相互に助け合いながら高齢期や子育て期を安心して過ごすといった住まい方を支援する取り組みとして実施
しております。

1

65

3-4
安
全・
安心
な住
生活
環境
の確
保

住
生
活
環
境

　住生活環境とは、老人ホームや市営住宅など、箱物のこ
とだけをお考えか。「住み慣れた地域」と理念に掲げるの
であれば、崩れた道路や階段があるため、外に出るに出ら
れず、神戸市に相談しても地域住民と相談するようにとし
か回答がなく、ＱＯＬを著しく阻害している方々がいらっ
しゃることもしっかりと認識すべき。

　「住み慣れた地域」と理念に掲げる
のであれば、箱物だけではなく、崩れ
た道路や階段があるため外に出るに出
られない方々がいらっしゃることも
しっかりと認識すべき。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1
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・サービス付き高齢者向け住宅は「家族に変わる見守りが
ある」「バリアフリー」「必要なサービスにアクセスしや
すい」など高齢者の住み替えの場所としては重要な選択肢
の一つです。しかし　費用が一定かかるため国民年金受給
者などは入居が難しいです。
計画の中ではまったく触れられていませんが　サービスつ
き高齢者向け住宅に入居する際の低所得者への家賃補助や
見守りサービス費用の補助など神戸市独自の補助制度が実
現できないでしょうか。
・低所得者対策としては　市営住宅の充実が上げられてい
ますが　市営住宅に24時間見守りサービス機能をつけるな
ど　低所得で要援護の高齢者の住み替えの場の創設を希望
します。

　サービス付き高齢者向け住宅は、高
齢者の住み替えの場所としては重要な
選択肢の一つですが、費用がかかるた
め国民年金受給者などは入居が難しい
です。
　サービス付き高齢者向け住宅に入居
する際の低所得者への家賃補助や見守
りサービス費用の補助など、神戸市独
自の補助制度が実現できないでしょう
か。
　市営住宅に24時間見守りサービス機
能をつけるなど、低所得で要援護の高
齢者の住み替えの場の創設を希望しま
す

　サービス付き高齢者向け住宅は平成23年度に制度が開始された住宅で、供給状況等の推移を確認している
ところであり、神戸市独自の家賃補助制度は今のところ検討しておりません。
　住宅セーフティネットのひとつである市営住宅においては、高齢者の方が自立して安全かつ快適な生活を
営めるよう、緊急通報システムによる安否の確認、生活援助員による生活相談や緊急時の対応など、一定の
サービスが受けられるシルバーハイツを提供しております。
　また、市営住宅全体で「65歳以上の高齢者のみで構成された世帯」に対しては、電話・住戸訪問・ポスト
チェック等の「見回り・声かけ運動」を指定管理者が実施しております。
　今後とも、市営住宅における高齢者の方への対応については、関係部署等と連携し取り組んでまいりま
す。
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第３部第４章
第１節①多様な住まいの確保、施設・居住系サービスの確
保
　＜主な施策＞（３３頁）「サービス付き高齢者向け住
宅」の記述に「共用部分は入居者の交流が促進されること
から、良好な環境が確保されるよう誘導」とありますが、
共用部分があれば交流が促進されるという甘いものではあ
りません。交流の仕掛け（ソフト）が必要です。サ高住の
登録基準に「交流のための共用部分」の設置や「交流の仕
掛け（ソフト）はないと思います。有料老人ホームの設置
運営指導指針には、共用部分の設置や交流促進の仕掛けが
ありますので、むしろ有料老人ホームの充実を図るべきで
はありませんか。サ高住でするのであれば、神戸市の「登
録基準」に有料老人ホーム同様の文言を織り込むべきだと
考えます。

　サービス付き高齢者向け住宅につい
て、「共用部分は入居者の交流が促進
されることから、良好な環境が確保さ
れるよう誘導」とありますが、交流の
仕掛け（ソフト）が必要です。有料老
人ホームの設置運営指導指針には、共
用部分の設置や交流促進の仕掛けがあ
りますので、むしろ有料老人ホームの
充実を図るべきではありませんか。サ
高住でするのであれば、神戸市の「登
録基準」に有料老人ホーム同様の文言
を織り込むべきだと考えます。

　サービス付き高齢者向け住宅の登録基準に共用部分の交流の仕掛け等を定める予定はありませんが、有料
老人ホーム事業を行うサービス付き高齢者向け住宅は、神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針の規定が一
部適用になります。
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介護保険施設等整備について
　施設整備数が2,270床となっているが、そのためにはかな
りの人材を確保する必要があり、法人の努力だけでは人材
の確保は難しいのではないか。再就職支援等、介護セミ
ナーを積極的に開催する等では難しいのではないか。
　実態に合わせた施設整備を目標とし、整備数を減らすこ
とによって、保険料も軽減できるのではないか。

　施設整備数が2,270床となっている
が、そのためにはかなりの人材を確保
する必要があり、法人の努力だけでは
人材の確保は難しいのではないか。再
就職支援等、介護セミナーを積極的に
開催する等では難しいのではないか。
　実態に合わせた施設整備を目標と
し、整備数を減らすことによって、保
険料も軽減できるのではないか。

　今後、介護保険サービスの利用者が増加すると見込まれる中、介護職員の確保・定着は喫緊の課題であ
り、将来のサービス提供に必要な人材の確保・定着を図るとともに、サービス水準の確保を図っていく必要
があります。そのために、国・県・市の役割分担の下、県、県社会福祉協議会、事業者団体と連携して、人
材の確保・育成に取り組んでいく必要があります。
　介護人材確保対策としては、2017年度の臨時報酬改定において月額平均１万円相当の処遇改善が実施され
ており、また、2018年度から報酬全体でプラス0.54％となっています。さらには、介護人材確保をより一層
進めるため、2019年10月から、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平
均８万円相当の処遇改善を行うことが予定されています。引き続き本市としては、これら国の動きを踏まえ
つつ、研修・啓発等を中心に人材確保対策を進めてまいりたいと考えています。
　施設整備については、高齢者が「住み慣れた地域で、介護を受けながら暮らし続けること」を可能とし、
様々なニーズに対応できる多様な住まいの整備が必要と考えており、各施設が担うべき役割や利用する高齢
者のニーズに配慮しながら、計画的に整備を進めていきます。

1
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【第3部　施策】第4章　安全・安心な住生活環境の確保

整備目標について：掲げられる目標に異論は有りません
が、増大する介護施設を支える介護人材を確保できないと
作られた施設が宝の持ち腐れになります。
　現状においても介護人材の不足は危機状況を超えてお
り、要介護高齢者にとって危険な状況となっています。私
どもが2016年に開設した介護老人福祉施設は1年8ヶ月掛
かってやっと全てのユニットを活用することができる状態
になりました。同時期に開設した介護老人福祉施設で、未
だに一部ユニットの活用ができていないところもありま
す。

　整備目標について、掲げられる目標
に異論は有りませんが、増大する介護
施設を支える介護人材を確保できない
と作られた施設が宝の持ち腐れになり
ます。

　今後、介護保険サービスの利用者が増加すると見込まれる中、介護職員の確保・定着は喫緊の課題であ
り、将来のサービス提供に必要な人材の確保・定着を図るとともに、サービス水準の確保を図っていく必要
があります。そのために、国・県・市の役割分担の下、県、県社会福祉協議会、事業者団体と連携して、人
材の確保・育成に取り組んでいく必要があります。
　介護人材確保対策としては、2017年度の臨時報酬改定において月額平均１万円相当の処遇改善が実施され
ており、また、2018年度から報酬全体でプラス0.54％となっています。さらには、介護人材確保をより一層
進めるため、2019年10月から、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平
均８万円相当の処遇改善を行うことが予定されています。
　本市としましても、計画で重点目標に掲げた施策を推進していくとともに、今後とも引き続き国に対して
人材確保・育成について要望してまいりたいと考えています。

1

16
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【第3部　施策】第5章　人材の確保・育成
　介護人材確保についてプランをしめされていますが、
「支給型奨学金制度」や「神戸市独自の介護職員処遇改善
策」「市が運営する介護職員養成研修」などの積極的な施
策がないと新しい施設が運用できないばかりか、既存施設
から介護人材が流出し、その施設で生活する高齢者が危険
にさらされることを危惧します。

　介護人材確保について、「支給型奨
学金制度」や「神戸市独自の介護職員
処遇改善策」「市が運営する介護職員
養成研修」などの積極的な施策がない
と施設の運営ができなくなります。

　今後、介護保険サービスの利用者が増加すると見込まれる中、介護職員の確保・定着は喫緊の課題であ
り、将来のサービス提供に必要な人材の確保・定着を図るとともに、サービス水準の確保を図っていく必要
があります。そのために、国・県・市の役割分担の下、県、県社会福祉協議会、事業者団体と連携して、人
材の確保・育成に取り組んでいく必要があります。
　本市独自の取組みとしては、県と協調して実施している介護現場を離れた人材の復職支援を行う「介護職
再就職支援講習」、介護職員の働く意欲の向上や人材の離職防止等を目的とした神戸市独自の認定制度であ
る「神戸市高齢者介護士認定制度」、さらに、新たに外国人材受け入れに向けた研修支援など、計画で重点
目標に掲げた取り組みを実施してまいります。

1
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　介護労働者の賃金引上げや、労働条件を改善をできるよ
う財政保障をすべきです。

　介護労働者の賃金引上げや、労働条
件を改善をできるよう財政保障をすべ
きです。

　今後、介護保険サービスの利用者が増加すると見込まれる中、介護職員の確保・定着は喫緊の課題であ
り、将来のサービス提供に必要な人材の確保・定着を図るとともに、サービス水準の確保を図っていく必要
があります。そのために、国・県・市の役割分担の下、県、県社会福祉協議会、事業者団体と連携して、人
材の確保・育成に取り組んでいく必要があります。
　介護人材確保対策としては、2017年度の臨時報酬改定において月額平均１万円相当の処遇改善が実施され
ており、また、2018年度から報酬全体でプラス0.54％となっています。さらには、2019年10月から、介護
サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うこと
が予定されています。
　本市としましても、計画で重点目標に掲げた施策を推進していくとともに、今後とも引き続き国に対して
人材確保・育成について要望してまいりたいと考えています。

8
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　全体として、地域の住民等の力を集めて超高齢化社会に
向かって取り組む姿勢は理解できますが、やはり、医療・
介護・福祉職の人材育成と確保は必須と思われます。とり
わけ専門職としての介護職の確保と育成が今 も重要な課
題です。この点の視点や施策が薄くこれでは何も見えてこ
ないと思いました。私たちが高齢者になった時、専門職の
介護職の方にお世話になれるだろうかと不安に思いまし
た。「元気な高齢者」をあてにしたボランティア・近隣の
方では限度と限界があると思います。早期に神戸市として
も具体的な対応策を検討・提示すべきだと思います。

　医療・介護・福祉職の人材育成と確
保は必須と思われます。とりわけ専門
職としての介護職の確保と育成が今、

も重要な課題です。早期に神戸市と
しても具体的な対応策を検討・提示す
べきだと思います。

　今後、介護保険サービスの利用者が増加すると見込まれる中、介護職員の確保・定着は喫緊の課題であ
り、将来のサービス提供に必要な人材の確保・定着を図るとともに、サービス水準の確保を図っていく必要
があります。そのために、国・県・市の役割分担の下、県、県社会福祉協議会、事業者団体と連携して、人
材の確保・育成に取り組んでいく必要があります。
　介護人材確保対策としては、2017年度の臨時報酬改定において月額平均１万円相当の処遇改善が実施され
ており、また、2018年度から報酬全体でプラス0.54％となっています。さらには、2019年10月から、介護
サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うこと
が予定されています。
　本市としましても、計画で重点目標に掲げた施策を推進していくとともに、今後とも引き続き国に対して
人材確保・育成について要望してまいりたいと考えています。

1
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　人材育成としての神戸市高齢者介護士認定制度もありま
すが、制度としてよくわかりづらいものとなっていないで
しょうか？29年度の実績も含めて提示していただく方がわ
かりやすいかと思います。

　人材育成としての神戸市高齢者介護
士認定制度もありますが、制度として
よくわかりづらいものとなっていない
でしょうか。平成29年度の実績も含め
て提示していただく方がわかりやすい
と思います。

　「神戸市高齢者介護士認定制度」は神戸市介護サービス協会が、介護施設・事業所に入職後３年以上５年
未満継続して介護業務に従事している職員を対象として４日間の講習会と認定試験を行い、本市が、合格者
に市長名の認定証を授与することにより、介護職員が継続して働くことへの意欲向上を図ることを目的とし
た、本市独自の認定制度です。当該認定試験合格をもって、平成29年度より、介護報酬改定による新たな
キャリアパス要件を設けた月額平均１万円相当の処遇改善について、｢資格」「評価」の基準として取り扱う
ことができることとなりました。平成29年度は受験者33名のうち18名が認定されました。制度の周知に関し
て、事業者集団指導での説明や、記者資料提供、ホームページ等で実績を含めて周知を行っております。引
き続き、わかりやすい制度周知に努めて参ります。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　要介護認定の適正化
　認定審査会の本庁での一元管理について、事務の効率性
をはかるために介護認定が遅れたり、審査時間の削減にな
り兼ねないために同意いたしかねます。

　認定審査会の本庁での一元管理につ
いて、事務の効率性をはかるために介
護認定が遅れたり、審査時間の削減に
なり兼ねないために同意いたしかねま
す。

　要介護認定は、公平・公正に客観的な審査が行えるよう全国一律の基準が定められており、認定調査員に
よる訪問調査と主治医の意見を基に認定審査会による審査判定を行うことから、申請から結果通知までは、
通常1ヶ月程度かります。今回の認定審査会の本庁での一元管理は、認定審査会での事務局体制を変更するも
のですので、結果通知の日数や審査時間には影響はありません。今後も事務の効率化を図りながら、適正な
要介護認定の運営に努めてまいります。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　住宅改修の点検
　賛同します。

住宅改修の点検について、賛同しま
す。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　医療情報との突合・縦覧点検の実施
　資料の一面的な評価でなく、利用者の置かれている生活
実態を把握・検討をお願いします。

　医療情報との突合・縦覧点検につい
て、資料の一面的な評価でなく、利用
者の置かれている生活実態を把握・検
討をお願いします。

　医療情報との突合・縦覧点検は、受給者の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供され
たサービスの整合性の点検を行う「医療情報との突合」を実施することで、医療と介護の重複請求を防止す
るほか、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況を確認し、提供されたサービスの整合性、算定
回数・算定日数等の点検を行う「縦覧点検」を実施することで、請求内容の誤り等を早期に発見しようとす
るものですので、取り組みの趣旨をご理解願います。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　介護給付費通知
　サービス受給の自粛に繋がり、反対します。

　介護給付費通知について、サービス
受給の自粛に繋がり、反対します。

　介護給付費通知の送付は、保険者である神戸市から受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの介
護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービス
の利用と提供を普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認いただくき、適正な請求に向
けた抑制効果を期するものですので、取り組みの趣旨をご理解願います。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　第三者求償事務の強化
　賛同します。但し、柔軟な対応を求めます。

　第三者求償事務の強化について、賛
同しますが、柔軟な対応を求めます。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
 ○　事業所監査指導
　一律的な監査指導にならないように留意願います

　事業所監査指導は、一律的な監査指
導にならないように留意願います

　事業者指導には，①事業者を集めて説明会方式で行う集団指導，②計画的に事業所・施設に赴き，介護保
険制度に則った事業運営・介護サービスの提供が行われているか確認する実地指導，③事業所・施設従事者
による高齢者虐待の疑い，運営基準違反や介護報酬の不正請求などの情報が寄せられた場合などに随時実施
する監査などがあります。監査の結果，重大な違反が認められた場合には事業者指定の取消しなどの行政処
分を行うこともあります。
今後も状況に応じた事業者指導に努めていきます。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　サービス付き高齢者住宅への対応
　賛同します。

　サービス付き高齢者住宅への対応に
ついて、賛同します。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
○　自立支援型ケアマネジメントの実施
　要介護者一人ひとり状況が異なります。一律的な指導に
ならないように留意願います。

　自立支援型ケアマネジメントの実施
について、要介護者一人ひとり状況が
異なります。一律的な指導にならない
ように留意願います。

　高齢者が増加して行く中、住みなれた地域で尊厳ある日常生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構
築とともに、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが一層重要となります。医療や介護を含めた多職
種協働により、一人ひとりの要介護者が適切な情報提供や支援を通して自己選択・自己決定ができるよう、
実務的な研修を行っていきます。 1
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【第3部　施策】第6章　介護保険制度の適正運営
 ○　ケアプランの点検
　行き過ぎた点検は利用者のサービス提供に支障をきたし
ます。プランの点検は賛同しかねます。

　行き過ぎたケアプランの点検は利用
者のサービス提供に支障をきたしま
す。プランの点検は賛同しかねます。

　ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ、自立支援に資する適切なケアプ
ランになっているか、過不足のない適切なサービス・支援となっているかをケアマネジャーと共に検証確認
することで、ケアプランの適切化を図るものです。また、点検を通じて、ケアマネジャーが自身の課題や良
さに気づき、資質向上に取り組めるよう支援をしております。 1
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　自立支援の考えの元、介護度の認定を軽く行い、介護保
険利用者に無理な生活を強いて、体調を崩されてしまう
ケースも多々見受けられる。理念を間違えないでいただき
たい。

　自立支援の考えの下、介護度の認定
を軽く行い、介護保険利用者に無理な
生活を強いて、体調を崩されてしまう
ようなことのないようにしていただき
たい。

　要介護認定は、全国一律の基準によって、客観的に判定する仕組みになっています。認定申請を受けて実
施される認定調査の結果と主治医意見書を基に、全国一律のコンピュータソフトによる介護の必要性の推計
（一次判定）を行い、審査会が審査の基準に従って審査判定資料の内容を審査し、要介護度を判定（二次判
定）します。
　認定調査の結果が要介護認定の も基本的な資料であることから、認定調査においても、全国一律の基準
により、調査の方法や選択基準等の定義が定められています。
　神戸市では、この基準に基づき、要介護認定における公平・公正性を確保するため、認定調査員研修や審
査会委員研修等を実施し公平で公正な要介護認定が行えるよう努めております。

1
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・自立支援の名による利用者、事業所へのケアプランを通
じて「過度な自立の強要」、短期研修のペルパーによる
「生活支援」新設や、訪問回数制限、人員基準や介護報酬
の引き下げは絶対やめてください。

　自立支援の名による「過度な自立の
強要」、短期研修のペルパーによる
「生活支援」新設や、訪問回数制限、
人員基準や介護報酬の引き下げはやめ
てください。

　ケアプラン点検では、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ、自立支援に資する適切なケア
プランになっているかを、手順面・実践面からケアマネジャーと共に検証確認しながら、ケアマネジャーの
「気づき」を促すとともに、不適切なサービス導入が確認されれば是正を促し、適切なケアプランにしてい
きます。
　国においては、生活援助について、人材確保の裾野を拡大するうえで新研修を創設することとしており、
本市としてもその動向に注視しております。

2
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自立支援型ケアマネジメント研修について
　研修の内容を検討するにあたっては、神戸市ケアマネ
ジャー連絡会が今まで神戸市委託事業で中心的に研修企画
を検討してきたので、今後も神戸市ケアマネジャー連絡会
とワーキング等を開催して、研修企画を検討していただき
たい。

　自立支援型ケアマネジメント研修の
内容を検討するにあたっては、今後も
神戸市ケアマネジャー連絡会とワーキ
ング等を開催して、研修企画を検討し
ていただきたい。

　研修の企画運営につきましては、これまでと同様、神戸市ケアマネジャー連絡会等と連携し検討していき
ます。

1
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ケアプランの点検について
  自立支援に資する適切なケアプランの点検をどうするか
について、神戸市委託事業で主任ケアマネジャーを対象に
アドバイザー養成研修を実施してきた。適切な自立支援型
のケアプランの点検をアドバイザーができるシステムを検
討していただきたい。

　自立支援に資する適切なケアプラン
の点検をどうするかについて、神戸市
委託事業で主任ケアマネジャーを対象
にアドバイザー養成研修を実施してき
た。適切な自立支援型のケアプラン点
検をアドバイザーができるシステムを
検討していただきたい。

　現在のケアプラン点検は、保険者（神戸市）が実施しておりますが、国の指針では、地域の主任ケアマネ
ジャーや職能団体による点検の場を設けることも有効とされています。今後のケアプラン点検の体制につき
まして、アドバイザー養成講座を受講された主任ケアマネジャーを含めケアマネジャー連絡会の皆様のご意
見をいただきながら検討していければと考えます。

1

87

3-6
介護
保険
制度
の適
正運
営

適
正
運
営

（仮称）ケアマネジメント検討会議について
  ケアマネジメント検討会議を開催する目的を説明等示し
ていただきたい。また、検討会議の開催のためのワーキン
グ等で打ち合わせする際には、委員として神戸市ケアマネ
ジャー連絡会の推薦者を入れていただきたい。

　ケアマネジメント検討会議を開催す
る目的を説明等示していただきたい。
また、検討会議の開催についてワーキ
ング等で打ち合わせする際には、委員
として神戸市ケアマネジャー連絡会の
推薦者を入れていただきたい。

　自立支援に資するケアマネジメントを推進していくために、多職種が協働して、自立支援・重度化防止や
地域資源の有効活用等の観点からケアプランや支援内容を検討することにより、利用者の課題解決を支援す
るとともに、ケアマネジャーのケアマネジメントの実践力の向上を図ります。具体的な運用につきまして
は、ケアマネジャーの皆様のご意見も聞きながら検討していきます。

1
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・ケアマネジメント検討会議
　現在行なわれている「ケアプランチエック」はケアマ
ネージャーの立場からは「支援」だと感じられないような
厳しいチエックが行なわれてきた事実もあります。ケアマ
ネジャーが「ひとりでかかえこまなくてもよい」と思える
支援「専門職からの建設的な助言が聞ける機会」になるこ
とを望みます。（私も以前ケアマネージャーとしてケアプ
ランチエックを経験した立場からの意見です）

　ケアマネジメント検討会議につい
て、現在の「ケアプランチエック」は
ケアマネージャーの立場からは「支
援」だと感じられないような厳しいチ
エックが行なわれてきた事実もありま
す。同会議が「専門職からの建設的な
助言が聞ける機会」になることを望み
ます。

　自立支援に資するケアマネジメントを推進していくために、多職種が協働して、自立支援・重度化防止や
地域資源の有効活用等の観点からケアプランや支援内容を検討することにより、利用者の課題解決を支援す
るとともに、ケアマネジャーのケアマネジメントの実践力の向上を図ります。具体的な運用につきまして
は、専門職のご意見も聞きながら検討していきます。

1

89

3-6
介護
保険
制度
の適
正運
営

適
正
運
営

第6章　重点目標・施策の柱6
ケアプランの点検
　自立支援とは何か「出来ないことを支援してもらえる安
全安心な環境の中で、昨日よりも明日をより自分らしく意
欲的に生きていけること」「人間の尊厳をもって生きてい
けること」だと考えます。自立支援とは「時間がかかって
も苦痛が伴っても自分で出来ることは自分でする」という
単純なものではないと考えます。一方的な考え方を押し付
けてそれを強要するような「自立の強要」につながる点検
はやめてください。

　ケアプランの点検について、一方的
な考え方を押し付けてそれを強要する
ような「自立の強要」につながる点検
はやめてください。

　自立支援に資するケアマネジメントを推進していくために、多職種が協働して、自立支援・重度化防止や
地域資源の有効活用等の観点からケアプランや支援内容を検討することにより、利用者の課題解決を支援す
るとともに、ケアマネジャーのケアマネジメントの実践力の向上を図ります。具体的な運用につきまして
は、専門職のご意見も聞きながら検討していきます。

1
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地域包括支援センター運営協議会による公平・公正なセン
ター運営の確保について
　公営・公正なセンター運営のために開催される各区の地
域包括支援センター運営協議会に神戸市ケアマネジャー連
絡会の推薦者を委員として会議に参加し、特にケアマネ
ジャー支援等、包括的・継続的ケアマネジメントに関連す
る業務についての意見交換をさせていただきたい。

　公営・公正なセンター運営のために
開催される各区の地域包括支援セン
ター運営協議会に神戸市ケアマネ
ジャー連絡会の推薦者を委員として会
議に参加し、特にケアマネジャー支援
等、包括的・継続的ケアマネジメント
に関連する業務についての意見交換を
させていただきたい。

　地域包括支援センター運営協議会の委員は要綱により定められております。今後、必要に応じて委員の選
定について検討してまいります。なお、神戸市地域包括支援センター運営協議会の委員には、神戸市ケアマ
ネジャー連絡会からご参加いただいております。

1
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ケアマネの質
　ケアマネの質の向上について、国レベルで何年にも渡っ
てずっと謳われてきているが、改善がない。
　2017年の厚労省社保審・介護給付費分科会においても、
「主任ケアマネには研修を受ければ誰でもなれる。資質や
技能のない人を排除する仕組みが必要」「ケアマネジメン
トの質の向上」との意見が出ている。制度に係る会合で、
それと直接関係のない「特定の職種に係る質」に類する意
見が出るのはケアマネだけだろう。不要論が登場してから
も久しい。
　私的には制度破綻していると考えているが、上記のよう
に「適性のない者の資格取消」（役人で言えば分限免職）
機能を強化してもらいたい。不正受給に関与しない限り、
資格取消になることはなく、仕事ができない・適性が欠落
した者でも、居座った者勝ちが 罷り通っている。いい加減
にしてほしい。こんな者たちのために税金や保険料を納め
ているわけではない。

　ケアマネジャーの質の向上につい
て、国レベルで何年にも渡ってずっと
謳われてきているが、改善がない。
「適性のない者の資格取消」機能を強
化してもらいたい。

　神戸市では、高齢者が適切な情報提供や支援を通して自己選択・自己決定ができるよう、多職種協働によ
る質の高いケアマネジメントを目指し、実務的な研修やケアプラン点検を実施し、ケアマネジャーの資質向
上を図っております。
　ケアマネジャーの登録消除が必要な場合については、県の所管となっているため、県に情報提供しており
ます。

1
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第2章　基本理念・ 重点目標と重点目標　第1節　基本理
念
4、介護保険制度の適切な運営のために
　介護保険制度は「助け合い」の制度であるがゆえに市民
に信頼される制度運営が必要であり　「自立支援」や「重
度化防止」につなげるサービスの適正化に取り組むという
表現（考え方）には疑問があります。介護保険制度は本当
に困ったときにきちんと支援が受けられ安心してくらして
いけるための社会保障の制度です。善意の「保険料未納者
へのペナルティー」はやめるべきだと考えます。また　自
立支援や重度化防止は大変重要ですがそれは高齢者自身が
その人らしく尊厳を持った生活が出来るために追求するも
のであって、市民に信頼される制度運営のために行なうも
のではないと思います。不正に対しては毅然とした対応が
望まれますが、適正化という言葉で一方的にサービス内容
や価値観を押し付け高齢者の尊厳を踏みにじることのない
運営をのぞみます。

　介護保険制度は本当に困ったときに
きちんと支援が受けられ安心してくら
していけるための社会保障の制度で
す。善意の「保険料未納者へのペナル
ティー」はやめるべきだと考えます。
不正に対しては毅然とした対応が望ま
れますが、適正化という言葉で一方的
にサービス内容や価値観を押し付け高
齢者の尊厳を踏みにじることのない運
営をのぞみます。

　介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え合う仕組みであり、第７期計画
期間中における介護サービスに要する費用は、利用者負担を除く50％を国・県・市の公費（税金）で、27％
を40歳～64歳の現役世代からの保険料で賄い、残りの23％について65歳以上の高齢者からの保険料で賄われ
ており、これは法令で定められた全国共通のルールになっています。
　本市では、低所得者対策として、国標準９段階の保険料段階を15段階に細分化するとともに、消費税を財
源とする公費による保険料軽減を実施しています。また、従来より市民税非課税世帯全体を対象に、収入・
資産が一定基準以下である等の要件を満たし、特に生活が困窮している場合は、市独自の保険料減免制度
（生活困窮者減免）を受けられる制度を設けています。
　「給付制限」は、介護保険料をお支払いいただけない場合に、被保険者間の公平を確保する観点から、介
護保険サービスを利用される際に不利益を課する法定の制度です。給付制限は滞納期間に応じて段階的に措
置されます。これらは介護保険法で規定されているため、本市独自の対応を行うことはできませんので、ご
理解願います。

1
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介護給付費通知
　毎月ケアマネージャーが訪問することで自らが受けてい
るサービスを確認することが出来る仕組みが介護保険制度
です。わずかな家族慰労金を見直す前に介護給付費通知が
本当に必要なのか、本当に市民の立場に立って通知をして
いるのか見直してもいいのではないでしょうか。

　介護給付費通知が本当に必要なの
か、本当に市民の立場に立って通知を
しているのか見直してもいいのではな
いでしょうか。

　介護給付費通知の送付は、保険者である神戸市から受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの介
護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービス
の利用と提供を普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認いただくき、適正な請求に向
けた抑制効果を期するものですので、取り組みの趣旨をご理解ください。

1

　「利用者の選択の自由」を謳ってい
るが、居宅ケアマネジャーは選択肢を
用意しない。
　「地域包括支援センター・医療介護
者・口コミ等から地域の介護事業者情
報を得て、利用者側自ら直接、介護事
業者にあたってみる」といった事業者
選定方法（＝ケアマネジャーを経由し
ない）も周知して欲しい。それに伴っ
て、各介護事業者も、利用者側から直
接問い合わせがあった場合、「ケアマ
ネジャーを通して」ではなく、まずは
直接対応して欲しい。

　ケアマネジャーは、利用者・家族からの相談を受け、専門職や事業者等と連携ながらケアプランを作成
し、介護サービスや支援が総合的に提供されるようケアマネジメント（調整）を行います。その業務は、特
定のサービス種類や事業所に偏ることのないよう中立公平に行うことが必要です。今後も、適切なケアマネ
ジメントの実施について、研修会や事業者向け説明会、個別のケアプラン点検等で周知していきます。
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居宅介護支援事業所（居宅）による介護事業者紹介
　「利用者の選択の自由」を謳っているが、居宅ケアマネ
は選択肢を用意しない。在宅系の訪問介護・訪問看護等の
介護事業者紹介を依頼すると、ある事業者の管理者をいき
なり連れてきて契約するという流れが常（通所サービスで
あれば、見学やお試し利用を経た後に本契約に至るという
流れが（一応は）あるが）。複数の事業者情報を利用者側
に提供し、各事業者の管理者らと一通りお会いしてから事
業者を選択する、という流れにはない。
　私の経験の一つに、かかりつけ医に「A訪問看護事業者が
いいかもしれない」との助言をいただいたので、ケアマネ
に「まずはA訪問介護事業者に問い合わせ欲しい」旨を記載
した書類を作成しケアマネに渡したが、A訪問介護事業者に
問い合わせることは一切せず、全く別の事業者をいきなり
連れて来られたことがある。ここまで杜撰・デタラメな事
例は稀かもしれないが、そもそも居宅ケアマネに選択肢を
用意するという思考があるとは思えない。全く希望と違う
事業者を紹介されても、ケアマネが何ら責任を取るわ けで
もない。
　介護事業者紹介に係る、ケアマネから利用者側への説明
ルールを今後厳格化（違反時は報酬減）するそうだが、形
式的なものに終わる印象しかなく、期待できない。
　せめて、「地域包括支援センター・医療介護者・口コミ
等から地域の介護事業者情報を得て、用者側自ら直接、介
護事業者にあたってみる」といった事業者選定方法（＝ケ
アマネを経由しない）も周知して欲しい。それに伴って、
各介護事業者も、利用者側から直接問い合わせがあった場
合、「ケアマネを通して」ではなく、まずは直接対応して
欲しい。実際に会ってみないと、相性が良さそうか否かと
いった”直感”すら働かない。
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サービスの見直し
　介護用品支給事業は助かっている人が多く定着している
事業ではないでしょうか。重度介護者が必要とする適切な
介護用品の助言や商品の配達を受けることで在宅介護を支
える事業になっていると思います。国の動向に関係なく、
必要な事業はきちんと継続してください。

　介護用品支給事業は、重度介護者が
必要とする適切な介護用品の助言や商
品の配達を受けることで在宅介護を支
える事業になっていると思います。国
の動向に関係なく、必要な事業はきち
んと継続してください。

　介護用品支給事業につきまして、国庫補助事業であり、国の動向に影響される部分がございます。本市と
しては、必要な方に必要なサービスを重点的に提供することで、事業の継続性を高められるようなあり方が
必要ではないかと考えています。

2
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【第4部　介護サービス量等の見込み】
　参考にさせて頂きます。

「第4部　介護サービス量等の見込み」
について、参考にさせて頂きます。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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【第5部　介護保険事業の費用と負担】 第1章　介護保険事
業に係る給付費等の見込み
　参考にさせて頂きます。

「第5部　介護保険事業の費用と負担
第1章　介護保険事業に係る給付費等の
見込み」について、参考にさせて頂き
ます。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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【第5部　介護保険事業の費用と負担】  第3章　第1号被保
険者の保険料の見込み
　低所得者への引き下げ、高所得者への引き上げは賛同し
ます。

　保険料の低所得者への引き下げ、高
所得者への引き上げは賛同します。

　第６期計画から引き続き、国標準９段階の保険料段階を１５段階に細分化することや、消費税を財源とす
る公費による保険料の軽減により、低所得者の保険料軽減を図ってまいります。

1
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事業
の費
用と
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保
険
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　第７期の介護保険料の大幅値上げは絶対やめてくださ
い。
年金生活で年金額が引き下げられています。介護保険料を
引き下げるために、一般会計の繰り入れと、国庫補助の増
額を国に求めてください。
　段階を増やし、高所得者の応能負担を強めてください。

　第７期の介護保険料の大幅値上げは
やめてください。
　介護保険料を引き下げるために、一
般会計の繰り入れと、国庫補助の増額
を国に求めてください。
　段階を増やし、高所得者の応能負担
を強めてください。

　介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え合う仕組みであり、第７期計画
期間中における介護サービスに要する費用は、利用者負担を除く50％を国・県・市の公費（税金）で、27％
を40歳～64歳の現役世代からの保険料で賄い、残りの23％について65歳以上の高齢者からの保険料で賄われ
ており、これは法令で定められた全国共通のルールになっています。
　第１号被保険者の保険料は、第７期計画において見込む平成30～32年度の給付費のうち第１号被保険者が
負担すべき給付費（給付費全体の23％）を第１号被保険者数で割ることによって算定されます。本市におい
ても、高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加・サービス給付費の増加により、第７期保険料は上昇してお
ります。
　そうした中、本市では、国標準９段階の保険料段階を１５段階に細分化し、より負担能力に応じたきめ細
かな保険料段階設定としており、また、神戸市介護給付費等準備基金の余剰金の活用や、消費税を財源とす
る公費による低所得者の保険料軽減などの保険料の抑制策を実施しているところです。
　高齢化の進展による要介護認定者・サービス利用の増加に対し、必要なサービス水準を維持するために必
要な保険料負担であり、ご理解をお願いします。
　一般財源の繰り入れについては、厚生労働省から、①保険料の全額免除、②収入のみに着目した一律減
免、③保険料減免分に対する一般財源の投入は、被保険者間の公平性の確保や、健全な介護保険財政の運営
と財政規律の保持の観点から適当ではないとの考え方が示されており、本市としても、この「３原則」を遵
守し、一般財源による減免は適当ではないと考えています。
　国の負担割合の引き上げについては、本市としても、他の政令市と共同で、国に対して「介護保険の安定
的な運営を図るため、介護給付費の財源のうち、国の負担割合を引上げるなどにより、第1号被保険者の負担
割合を引き下げる財政支援措置を講じること」を要望しており、今後も要望していきたいと考えています。
　介護保険料上昇抑制につながるよう、健康寿命延伸の取組みについて、市民と一体となって対応していき
たいと考えています。
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【第5部　介護保険事業の費用と負担】  第3章　第1号被保
険者の保険料の見込み

保険料・サービス料の減免制度について
国において生活保護基準の見直し（引き下げ）が準備され
ています。減免制度の拡充を強く要望します。

　国において生活保護基準の見直し
（引き下げ）が準備されています。減
免制度の拡充を強く要望します。

　65歳以上の保険料は所得に応じた段階制となっていますが、本市では、国標準の９段階と比べ15段階に細
分化することにより、低所得者への配慮を行っています。
　さらに、保険料が第１～第３段階の方のうち、収入・資産が一定基準以下である等の要件を満たし、特に
生活が困窮している方については、市独自の保険料の減免制度を設けています。
　また、保険料が第４～第15段階（予定）の方のうち、失業・退職などにより、本人や家族の所得が前年に
比べて大幅に減少した方についても、減免制度の適用があり、保険料設定がより生活実態を反映したものと
なるようにしており、本市としてはできる限りの低所得者対策を実施しているところです。
　なお、介護保険料の上昇抑制策や低所得者への負担軽減対策については全国共通の課題であることから、
今後も国に対して要望を続けてまいります。
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　保険料の年金天引きをやめて下さい。 　保険料の年金天引きをやめて下さ
い。

　介護保険制度においては、市町村における保険料収納の確保と事務の効率化を図るとともに、被保険者の
保険料納付の利便を図るため、年金からの引き去りによる特別徴収の方法により保険料を徴収することが法
令で定められています。したがって、本市独自の対応を行うことはできません。
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第5部　介護保険事業の費用と負担
第３章　第1号被保険者の保険料の見込み
２　保険料段階について
　神戸市の保険料段階は細かく分かれており、応能負担を
取り入れようとされていることは理解できます。また、第
１段階の保険料率を引き下げられることは賛成です。た
だ、4段階、5段階の方も世帯課税と言うだけで本人の年金
は低い方です。同居しているとはいえ、高齢者に十分な経
済的支援ができる家族ばかりではありません。第4段階、第
5段階でも国基準より低い設定をお願いします。

　神戸市の保険料段階は細かく分かれ
ており、応能負担を取り入れようとさ
れていることは理解できます。ただ、
第4段階、第5段階の方も世帯課税と言
うだけで本人の年金は低い方です。第4
段階、第5段階でも国基準より低い設定
をお願いします。

　65歳以上の保険料は所得に応じた段階制となっていますが、本市では、国標準の９段階と比べ15段階に細
分化することにより、低所得者への配慮を行っています。第４・第５段階は、第１段階から第３段階の世帯
非課税に比して、世帯課税となっていることを踏まえ設定しています。15段階の多段階性を導入するにあた
り、全体の均衡を踏まえて料率を定めたものです。

1
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３　保険料・サービス利用料の減免制度
（１）保険料減免制度の継続
・保険料減免申請の簡素化を希望します。介護認定を受け
ておられる方は、ケアマネジャーが支援するなどして何と
か申請できるケースがありますが、認定を受けておられな
い方も申請漏れがないように制度の普及、手続きの簡素化
を望みます。

　保険料減免申請の簡素化を希望しま
す。認定を受けておられない方も申請
漏れがないように制度の普及、手続き
の簡素化を望みます。

　介護保険料の減免については、条例第23条において、減額又は免除を受けようとする者が、市長に申請し
なければならないことが規定されており、申請主義によっております。また、介護保険料は年度ごとの賦課
決定となりますので、減免についても年度ごとの申請が必要となります。ただし、前年の収入が一定水準を
下回り、生活が困窮していることにより減免を受けておられる方に対しては、状況が継続する蓋然性が高い
ことから、新年度の保険料を計算するにあたり、減免の申請勧奨を実施しております。また、保険料のお知
らせ（納入通知書）を送付する際に、減免の制度案内チラシを同封しております。これらに併せ、窓口での
納付相談をいただいた場合は、適宜、減免のご案内を実施しております。
　また、申請手続きにつきましても、申請を行う方のご負担に配慮するとともに、減免を受ける方と受けな
い方の公平性が担保されるよう、必要に応じ見直しを進め、減免を必要とされる方が、適正に制度をご利用
できるよう、丁寧な対応を行ってまいります。
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　介護の必要な人が、安心してうけられるよう利用者負担
の値上げはやめて下さい。

　介護の必要な人が、安心してサービ
スを受けられるよう利用者負担の値上
げはやめて下さい。

　平成29年6月に改正介護保険法が成立・公布され、その中で、２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割
合が３割に引き上げられることとなりました。負担増となる所得基準等については、今後、国の政令で定め
られることとなります。
　高齢化の進展に伴い介護給付費が増加する中、団塊の世代が75歳以上となる2025年における地域包括ケア
システム構築と介護保険制度の持続性可能性を高めるための改正であり、本市としては、国の動向に注視な
がら、円滑な制度移行に努めてまいります。
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（２）利用料減免制度の継続
　特定入所者介護サービス費は、4段階5段階の方には適応
がなく、施設入所を断念したり、ショート利用が制限され
たりしている実態があります。国基準にこだわらず、市民
の実態を踏まえた神戸市独自の利用料負担軽減の施策を望
みます。

　特定入所者介護サービス費は、4段階
5段階の方には適応がなく、施設入所を
断念したり、ショート利用が制限され
たりしている実態があります。市民の
実態を踏まえた神戸市独自の利用料負
担軽減の施策を望みます。

　特別養護老人ホームなどの介護保険施設における食費・居住費（滞在費）は、自宅で介護を受けられてい
る方との均衡から、自己負担が原則ですが、特定入所者介護サービス費は、利用者負担第１～３段階の方に
ついて特に補足給付を行う制度です。ただし、利用者負担第4段階に該当する方であっても、高齢夫婦世帯で
一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場
合は、利用者の申請に基づき、補足給付を行う特例減額措置が設けられています。
　このため、個人の状況に応じたこのような軽減措置について周知してまいりたいと考えています。また、
特別養護老人ホームについては、多床室を推進していくこととしており、負担能力に応じた入居ができるよ
う対応してまいりたいと考えています。
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　デイサービスの食費や小規模多機能のお泊り費用の負担
が大きく、サービスが利用できないケースもたくさんあり
ます。単身の子供が介護度の高い親を介護されている世帯
は増えていると思います。子供は生活のために仕事を辞め
たり残業を削ったりできない大変な中で介護されていま
す。デイサービスや小規模多機能のお泊り機能は「介護離
職」を防ぐための重要なサービスです。神戸市独自の軽減
政策でもっと利用しやすいサービスにしてください。

　デイサービスや小規模多機能のお泊
り機能は「介護離職」を防ぐための重
要なサービスです。神戸市独自の軽減
政策でもっと利用しやすいサービスに
してください。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。
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　発足当初の誰でも1割負担で利用できるよう2割負担の撤
廃を。

　発足当初の誰でも1割負担で利用でき
るよう2割負担の撤廃を。

　平成26年の介護保険法改正により、平成27年8月から、一定の所得がある方の利用者負担割合が、１割から
２割に引き上げられました。
　高齢化の進展に伴い介護給付費が増加する中、地域包括ケアシステム構築と介護保険制度の持続性可能性
を高めるための制度改正であり、ご理解願います。
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【第1部　計画の意義】について
　賛同いたします。

「第1部　計画の意義」について、賛同
いたします。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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【第2部　基本理念と目標】第2章　基本理念・ 重点目標
と重点目標
第1節　基本理念　について
　賛同いたします。

「基本理念」について、賛同いたしま
す。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。
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【第2部　基本理念と目標】第2章　基本理念・ 重点目標
と重点目標
第3・4節　基本理念　について
　総論は賛同します。

「第3（ 重点目標）・4節（重点目
標・施策の柱）について」、総論は賛
同します。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1
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　全体の表現ですが、国の方向に沿ったものとは思います
が、例えば「フレイル」にしても、新しい言葉がたくさん
出ています。注釈も入っていますがもう少し市民に分かり
やすい言葉、日本語は漢字というツールで「新しい老化予
防」と表現すればある程度のイメージができます。その他
にも「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルインクルー
ジョン」など誤用しがちな言葉は誤った理解を引き起こす
危険もあります。わかりやすい日本語を使ってほしいと思
います。

　全体の表現ですが、例えば「フレイ
ル」にしても、新しい言葉がたくさん
出ています。その他にも「ユニバーサ
ルデザイン」「ソーシャルインクルー
ジョン」など誤用しがちな言葉は誤っ
た理解を引き起こす危険もあります。
わかりやすい日本語を使ってほしいと
思います。

　ご意見をふまえ、「ユニバーサルデザイン」、「ソーシャル・インクルージョン」に注釈を入れました。
なお、「フレイル」はまだ一般的ではありませんが、今後、普及してくものと考えています。また、「ユニ
バーサルデザイン」につきましても、本市は、「世界一ユニバーサルなまち神戸をめざして」さまざまな取
り組みをすすめているところです。ご理解願います。
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　医療介護サポートセンター・・・あんしんすこやかセン
ターのことは明記されていますが、障がい者関連や社会福
祉協議会などとの連携も必要となってくると思います。追
記が欲しいと思います。

　医療介護サポートセンターについ
て、「あんしんすこやかセンターとの
連携強化」は明記されていますが、障
がい者関連や社会福祉協議会などとの
連携も必要となってくると思います。
追記が欲しいと思います。

　高齢者の介護に関する総合相談窓口であるあんしんすこやかセンターとの連携については、国が示してい
る「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」に明記されているため、計画案に記載しました。
　医療介護サポートセンターでは必要に応じて、社会福祉協議会をはじめ様々な関係団体と連携しながら事
業を実施していますので、計画の表記を「あんしんすこやかセンター等」といたします。

1

計
画
案
に
付
加
・
修
正

113

介護
保険
制
度・
計画
全般

計
画

第1章　高齢者を取り巻く現状
　高齢者の状況が数字で表現されておりわかりやすいもの
になっていると思われます　ただ　神戸市内は一律ではな
く区ごとに大きな特徴があると思われるため　区ごとの比
較データなどもあれば　より地域に見合った施策が見えて
くるのではないでしょうか。

　高齢者の状況の数字について、神戸
市内は区ごとに大きな特徴があると思
われるため、区ごとの比較データなど
もあれば　より地域に見合った施策が
見えてくるのではないでしょうか。

　ご意見を踏まえ、区別の人口・高齢者数・高齢化率を追記しました。
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介護
保険
制
度・
計画
全般

計
画

第2章　基本理念・ 重点目標と重点目標　第２節　2025年
の地域包括ケアの姿
　これが実現すればすばらしいと思います。一部の市民を
排除したり取り残したりすることなくこの姿に到達できる
よう努力していく必要があると思います。

　2025年の地域包括ケアの姿は、実現
すればすばらしいと思います。一部の
市民を排除したり取り残したりするこ
となくこの姿に到達できるよう努力し
ていく必要があると思います。

　今後、いただいたご意見を踏まえ、フレイル対策を含めた介護予防の推進や、認知症の人にやさしいまち
づくりの推進など、地域包括ケアシステムの実現に向けた施策を進めてまいります。

1

115

介護
保険
制
度・
計画
全般

計
画

第2章　基本理念・ 重点目標と重点目標
第３節　 重点目標　健康寿命の延伸
　基本的に賛成です
第4節　重点目標
　基本的に賛成です

　「第2章　基本理念・ 重点目標と重
点目標」「第３節　 重点目標　健康
寿命　の延伸」は基本的に賛成です。
　「第4節　重点目標」は基本的に賛成
です。

　今後、第７期計画を着実に実施してまいります。

1

116

介護
保険
制
度・
計画
全般

計
画

　小生は、今年70歳になる団塊の世代の男性です。70歳男
性の平均余命は16年、長生きをすることにこだわりはあり
ませんが、生きている限りは健康であり続けたいと思いま
す。神戸市が「健康寿命を2年伸ばすこと」を 重点目標と
して計画に織り込んだことは、市民として大歓迎です。

　生きている限りは健康であり続けた
いと思います。神戸市が「健康寿命を2
年伸ばすこと」を 重点目標として計
画に織り込んだことは、市民として大
歓迎です。

　今後、健康寿命延伸の実現に向けて取り組んでまいります。

1

117

介護
保険
制
度・
計画
全般

計
画

第３部第１章
　第１節「フレイル対策を含めた介護予防の推進」の「介
護予防の体系図（18ページ）に「サポーター養成研修等担
い手育成」とありますが、＜主な施策＞（15～18ページ）
には具体的な記述がありません。
　昨年神戸市の「フレイル対策」講演会での飯島教授の講
演では、自ら実施されている「フレイル対策推進の仕掛
け」の説明があり、その取っ掛かりが「サポーター養成研
修等担い手育成」であると理解しました。是非、施策に
「サポーター養成研修等担い手育成」を書き込んでいただ
きたい。

　第１節「フレイル対策を含めた介護
予防の推進」の「介護予防の体系図
（18ページ）に「サポーター養成研修
等担い手育成」とありますが、＜主な
施策＞（15～18ページ）には具体的な
記述がありません。是非、施策に「サ
ポーター養成研修等担い手育成」を書
き込んでいただきたい。

　サポーター等の担い手育成については、第３部第５章「人材の確保・育成」に記載していたところです
が、ご意見を踏まえ、第３部第１章「フレイル対策を含めた介護予防の推進」にも追記しました。

1
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第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
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目

事業計画案に対する意見 要約 市の考え方
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意見

資料４－②

118

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　1人ぐらしの老人、老々介護の実態を把握し、必要な生活
支援を行うよう、制度の改善を行って下さい。

　1人ぐらしの老人、老々介護の実態を
把握し、必要な生活支援を行うよう、
制度の改善を行って下さい。

　神戸市では、地域の民生委員の協力のもと「高齢者見守り調査」を実施しており、65歳以上のひとりぐら
しの方や、75歳以上の高齢者のみの世帯の実態把握に努めております。その中で見守りが必要な方に対して
は、民生委員や友愛訪問ボランティアが見守りを行っており、その中で支援が必要な方を把握した際には、
あんしんすこやかセンター等の関係機関と連携しながら、介護保険サービスや福祉サービスにつないでおり
ます。
　今後とも、高齢者が地域で孤立せず、地域の中で安心して生活できるよう、必要なサービスにつなげてい
くよう支援してまいります。

8

119

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　2000年に「介護の社会化」ということで介護保険が導入
されましたが、保険料は現役世代からも徴収され、年金等
の天引きで保険料は毎年上がっているが、適用は認定が必
要と同時に保険外しが強行されている。神戸市として国に
対して意見をあげてほしい。

　保険料は現役世代からも徴収され、
年金等の天引きで保険料は毎年上がっ
ているが、適用は認定が必要と同時に
保険外しが強行されている。神戸市と
して国に対して意見をあげてほしい。

　介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え合う仕組みです。第２号被保険
者の対象年齢である40歳以降は、ご自身の親の介護が問題となる時期であり、介護保険により、ご自身も特
定疾病になれば介護負担が軽減されるなど一定の受益があることなどから保険料の負担が求められていま
す。必要なサービス水準を維持するために必要な保険料負担であり、ご理解をお願いします。 1

120

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

○介護予防事業へのリハビリテーション専門職の参画の推
進
　現在、地域行事においてリハビリテーション専門職のボ
ランティアによる支援を受けています。今後は何らかの報
酬を受ける事が出来るように検討していただきたいと思い
ます。

　現在、地域行事においてリハビリ
テーション専門職のボランティアによ
る支援を受けています。今後は何らか
の報酬を受ける事が出来るように検討
していただきたいと思います。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

121

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　社会保険料の控除の適用を認めてください。 　社会保険料の控除の適用を認めてく
ださい。

　特別徴収の方法により支払った保険料について、生計を一にする配偶者等が支払ったものとみなして、普
通徴収の場合と同様に社会保険料控除を適用するよう関係省庁に働きかけを続けることを本市を含めた大都
市として国に要望しています。

1
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介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　介護保険制度ができて、ヘルパーさんの利用やデイケ
ア・デイサービスの利用をさせていただいています。
　障害者自立支援のホームヘルパー利用時間は1時間30分な
のに、介護保険では1時間しかない。「介護保険が優先す
る」と言うことで、1時間に削られた。自立支援も使えるよ
うにしてください。

　障害者自立支援のホームヘルパー利
用時間は1時間30分なのに、介護保険で
は1時間しかない。「介護保険が優先す
る」と言うことで、1時間に削られた。
自立支援も使えるようにしてくださ
い。

　自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、障害者総合支援法第7条の「他の法令による給付と
の調整規定」に基づき、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなっています。具体的には、
介護保険の被保険者で65歳以上（特定疾病の場合は40歳以上）の障害者の場合、介護保険のサービス利用が
可能となることから、介護保険にサービス内容や機能から障害福祉サービスに相当するサービスがある場合
には、介護保険給付を優先して受けていただくこととなります。
　ただし、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（例：
同行援護（余暇活動等社会参加にかかる外出に限る。）、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援
等）や地域活動支援センターについては、65歳以上（特定疾病の場合は40歳以上）の介護保険の被保険者の
方もご利用できます。本市では平成29年2月に、居宅介護等について介護保険への障害福祉サービスの上乗せ
について定める神戸市取扱い基準について、長年、障害者のサービスを利用してきた方にとって、65歳前後
で支援水準が変化しないよう見直しを行いました。

1

123

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　１５分きざみ介護時間制でなく、ゆったり話を聞きなが
らできるような介護内容、時間帯を考えてほしい。するこ
とがたくさんで時間がなく。

　１５分きざみ介護時間制でなく、
ゆったり話を聞きながらできるような
介護内容、時間帯を考えてほしい。

　介護給付のサービス内容、介護報酬の制度は、全国一律となっています。ご理解願います。

1

26
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124

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

・緊急時の対応
　独居、高齢者世帯でも自宅で転倒し、自身や家族で転倒
後から起こしきれない場合があります。定期巡回型サービ
スを一時的に利用する形を使い、転倒しても連絡できる方
は定期巡回型サービスや訪問看護で臨時で起き上がれる自
費サービスを独自の仕組みで取り組めることはできないで
しょうか。

　定期巡回型サービスを一時的に利用
する形を使い、自宅で転倒しても定期
巡回の随時コールで来てもらえい、起
き上がらせてもらえるという自費サー
ビスを、神戸市独自制度として始める
ことはできないでしょうか。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

125

介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

・65歳以上の手帳所持障害者に対し、一律に介護保険サー
ビスを優先することなく、ニーズを踏まえ柔軟に支給して
ください。
・「介護保険利用優先」を規定する障害者総合支援法第７
条の廃止を国に要望してください。

　65歳以上の手帳所持障害者に対し、
一律に介護保険サービスを優先するこ
となく、ニーズを踏まえ柔軟に支給し
てください。
　「介護保険利用優先」を規定する障
害者総合支援法第７条の廃止を国に要
望してください。

　自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、障害者総合支援法第7条の「他の法令による給付と
の調整規定」に基づき、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなっています。具体的には、
介護保険の被保険者で65歳以上（特定疾病の場合は40歳以上）の障害者の場合、介護保険のサービス利用が
可能となることから、介護保険にサービス内容や機能から障害福祉サービスに相当するサービスがある場合
には、介護保険給付を優先して受けていただくこととなります。
　ただし、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（例：
同行援護（余暇活動等社会参加にかかる外出に限る。）、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援
等）や地域活動支援センターについては、65歳以上（特定疾病の場合は40歳以上）の介護保険の被保険者の
方もご利用できます。本市では、平成29年2月に、居宅介護等について介護保険への障害福祉サービスの上乗
せについて定める神戸市取扱い基準について、長年、障害者のサービスを利用してきた方にとって、65歳前
後で支援水準が変化しないよう見直しを行いました。
　「介護保険利用優先」につきましては、障害者総合支援法施行３年を目途にした制度見直しに関する検討
が行われ、平成27年12月に社会保障審議会障害者部会において、「介護保険制度優先の原則」を維持するこ
とには一定の合理性があるとの見解が示されていますが、障害者総合支援法の一部を改正する法律が成立し
た際には、衆参両院の附帯決議において「障害福祉制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢に
なってもニーズに即した必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護保険優先原則の
在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏まえつつ、引き続き検討を行うこと。」とさ
れており、今後、引き続き国の動向を注視したいと考えています。

1
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介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
全
般

　いざという時に安心して受けられる介護保険制度にして
いただきたいと思います。
　老人の一人ぐらしの不安や心細さを解消できてこそ「介
護保険制度」です。これでこそ社会保険としての制度だと
思います。

　いざという時に安心して受けられる
介護保険制度にしていただきたいと思
います。
　老人の一人ぐらしの不安や心細さを
解消できてこそ、社会保険としての制
度だと思います。

　神戸市では、地域の民生委員の協力のもと「高齢者見守り調査」を実施しており、65歳以上のひとりぐら
しの方や、75歳以上の高齢者のみの世帯の実態把握に努めております。その中で見守りが必要な方に対して
は、民生委員や友愛訪問ボランティアが見守りを行っており、その中で支援が必要な方を把握した際には、
あんしんすこやかセンター等の関係機関と連携しながら、介護保険サービスや福祉サービスにつないでおり
ます。
　今後とも、高齢者が地域で孤立せず、地域の中で安心して生活できるよう、必要なサービスにつなげてい
くよう支援してまいります。

1
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介護
保険
制
度・
計画
全般

制
度
改
正

　要支援の利用サービス料を利用者に負担させることは、
今まで少ない年金でも一部負担でサービスを受けていた人
が利用できなくなります。
　格差を拡大するようになれば、ますますお金のある人だ
けが優遇され、低所得者は家に閉じこもるしかないことに
なると思います。
　現役40歳で介護保険料を給与から天引きし、年金暮らし
になってから介護を受けたくても受けられない、特養にも
入れない、こんな事があっていいのでしょうか。
　誰もが安心して暮らせる社会にしていくためにも、政府
の社会保障制度のあり方を変えることだと思います。

　要支援の利用サービス料を利用者に
負担させることは、今まで少ない年金
でも一部負担でサービスを受けていた
人が利用できなくなります。制度のあ
り方の改善を。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

27



第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
細
目

事業計画案に対する意見 要約 市の考え方
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意見

資料４－②

128

介護
保険
制
度・
計画
全般

介
護
報
酬

　安倍政権が「介護離職ゼロ」を実現させるためにも介護
事業が継続できる報酬を。総合事業でも単価引き下げない
様に。

　介護事業が継続できる報酬を。総合
事業でも単価を引き下げないように。

　介護報酬につきましては、第７期事業計画において、前回はマイナス2.27％の改定であったところ、今回
はプラス0.54％の改定となっており、また、介護人材確保をより一層進めるため、2019年10月から、介護
サービス事業所における勤続10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことが予
定されているなど、介護事業の継続のための介護報酬の改定が予定されています。
　また、総合事業につきましては、従来の訪問介護、通所介護に相当するサービスについて、平成29年度は
予防給付の単価と同額としていますが、介護予防通所サービスについて、サービス内容に応じた利用者負担
とするため、平成30年度より、要支援２の方で週１回程度利用の場合の報酬単位を新たに設定し、要支援２
の方について利用回数に応じた単価とする予定です。

1

129

介護
保険
制
度・
計画
全般

介
護
報
酬

　社会全体で介護を担うとの精神で始められたものの、市
民の願いと、改正のたびに、離れていっているような国で
すが、せめて神戸市は工夫して横出しサービスや制度外
サービスへの助成等、ご配慮願いたいものです。
　事業所の運営は大変な状況がズーと続いておりますが、
常にスタッフに泣いてもらってこれ以上利用者さんとご家
族を泣かせてはいけないと奮闘努力を重ねてきましたが、
つらいです。
　いいスタッフに恵まれ離職もほとんどなく制度開始から続
いておりますが、研修時間へのスタッフ保障により意識も行動も
変化しておりますゆえ、事業所の努力とスタッフの努力に対し
て、プラスアルファの給与アップに繋がるものが必要です。なん
とかしてー！

　神戸市は工夫して横出しサービスや
制度外サービスへの助成等、ご配慮願
いたいものです。
　事業所の努力とスタッフの努力に対し
て、プラスアルファの給与アップに繋がるも
のが必要です。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

130
市政
全般

市
政
全
般

【第2部　基本理念と目標】第1章　高齢者を取り巻く現状
について
　神戸市における高齢化の状況や市民の経済状況につきま
して、詳しく分析され、低所得の高齢者が増加している様
子がよく判ります。年金の引き下げ・生活保護水準の引き
下げで高齢者の生活は非常に苛酷になっています。
　私どもが運営する通所介護施設においても、「食事代
（600円）がもっていない。」と施設が提供する昼食は召し
上がらず、他の利用者さまから離れたところで、昼食時間
を過ごされる利用者が居られます。職員は胸を痛めていま
すが、対処の方法がありません。
　市政全般において低所得高齢者の救済をお願いします。

　年金の引き下げ・生活保護水準の引
き下げで高齢者の生活は非常に苛酷に
なっています。市政全般において低所
得高齢者の救済をお願いします。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。
　なお、本市では、様々な理由で経済的にお困りの方に対して、年齢にかかわらず幅広く相談を受ける窓口
として各区役所・支所に「くらし支援窓口」を設置しています。また、お体の状況によってご本人が直接お
越しできない場合などは、区社会福祉協議会と連携し、ご自宅等への訪問や地域の見守りを通じて、ご相談
を受け付けることもできます。

1

131
市政
全般

市
政
全
般

【第2部　基本理念と目標】第2章　基本理念・ 重点目標
と重点目標
第2節　2025年の地域包括ケアの姿
　基本的には計画（案）に示される状況になって欲しいと
願っていますが、少子高齢化による社会保障の後退・労働
力の高齢化により、地域コミュニティーを支える力は弱体
するのではないかと危惧しています。自冶会を支える中心
が現状においても80代後半になっているところも少ないと
思われます。地域住民任せにするのではなく、官民共同
（役所も民間企業も地域住民の姿勢）で地域を支える施策
が必要と思います。

　地域住民任せにするのではなく、官
民共同（役所も民間企業も地域住民の
姿勢）で地域を支える施策が必要と思
います。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

28



第７期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画案に対する意見への回答

番号 項目
細
目

事業計画案に対する意見 要約 市の考え方
類似
意見

資料４－②

132
市政
全般

市
政
全
般

２．憲法が定める神戸市政を
　日本国憲法が定める地方自冶の本旨は、住民福祉です。
神戸市は、1970年代市民要求に応え、65歳以上の医療費を
無料化した輝かしい歴史があります。 近の神戸市政は、
ゼネコンなど大企業に利益をうるおす、神戸空港、巨大船
舶用港湾づくりなど大型開発に膨大な市税を投入し、その
赤字穴埋めに市財を投入しているではありませんか。一方
市民には、高齢者のささやかな喜びであった敬老祝い金廃
止、敬老バス有料化・利用料引き上げ、政府方針に応じて
介護保険料、後期高齢者保険料引き上げなど福祉切捨てを
行っているではありませんか。地方自冶体本旨に基づく住
民福祉への転換を求めます。

　神戸市は、1970年代市民要求に応
え、65歳以上の医療費を無料化した輝
かしい歴史があります。 近の神戸市
政は、市民に対して、敬老祝い金廃
止、敬老バス有料化・利用料引き上
げ、政府方針に応じて介護保険料、後
期高齢者保険料引き上げなど福祉切捨
てを行っているではありませんか。地
方自冶体本旨に基づく住民福祉への転
換を求めます。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

133

介護
保険
制
度・
計画
全般

そ
の
他

　軍事費に5兆2000億円を使うのではなく国民の命を守るた
めに各自治体への補助金を増やしていくこと。行政として
市から国へきちんと要望してください。

　各自治体への補助金を増やしていく
ことを、市から国へ要望してくださ
い。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

134
その
他

そ
の
他

　大資本、大企業に富が集中したままの状態を早期に解消
すべき政治に転換するよう政府に強く要望願います。

　大資本、大企業に富が集中したまま
の状態を早期に解消すべき政治に転換
するよう政府に強く要望願います。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

135
その
他

そ
の
他

　今春から国保が県に移行管理になるとますます個人への
負担が大きくなります。いままで通り市町村で運営するこ
と行政として市から国へきちんと要望してください。

　国保について、いままで通り市町村
で運営することを市から国へ要望して
ください。

　30年度から、兵庫県が国民健康保険の財政運営を担う責任主体となります。30年1月には、兵庫県の国民健
康保険運営方針が策定されました。運営方針では被保険者の公平な負担と、県と市町が国保を運営するにあ
たって目指す方向性と取組が定められております。県内各市町は県の運営方針に基づき、国保事業を行って
いきます。 1

136
その
他

そ
の
他

　人類の究極的目標は、生命体の保存です。ひとのねがい
は「元気で長生き」です。寿命の延命です。国家の誕生
は、ひとのねがいをかなえるために生まれたのです。
その国家は、平均寿命を83年まで延命しました。（人生わ
ずか50年の信長時代から）ところが、その「寿命の延命」
を保障するには、5つの条件が必要です。
　人口を安定させ、生活を保障し、産業力を発展し、統治
力（真理の政治）と自然災害の対策（地震、津波、温暖
化、大災害）です。
　生命体の誕生は、この広い宇宙の中の何億の星の中で、
「いまのところ」地球だけです。138億年前に誕生し、46億
年前に地球を誕生させ、その地球だけ生命体を保存してい
るのです。
　生命体の保存とは、宇宙の命です。人類もひとりの人間
も、生きる目標は寿命の延命であり、その保障条件を確立
することです。それに反する行為は絶対にすべきではあり
ません。宇宙の法則、真理、道理で進むべしです。
忘れることは、ゆるされないのです。わかってほしい･････
小さいことではないのです。

　人類の究極的目標は、生命体の保存
です。ひとの願いは「元気で長生き」
です。
　その「寿命の延命」を保障するに
は、5つの条件が必要です。人口を安定
させ、生活を保障し、産業力を発展
し、統治力（真理の政治）と自然災害
の対策です。

　第７期計画におきましても、第６期計画から引き続き、健康寿命の延伸を 重点目標に取り組んでまいり
ます。

1
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137
その
他

そ
の
他

窓口の名称
(今更ながら…)
　介護関係の書籍や記事では、「地域包括支援センター
（包括）」「居宅介護支援事業所（居宅）」という名称が
使われるが、自治体は別名を付けている。
　「えがおの窓口」≡居宅、「あんしんすこやかセン
ター」≡包括。更に区役所には「あんしんすこやか係」が
ある。これらの窓口が、広く正しく認識されているのか疑
問。私的には紛らわしさを感じる。

　神戸市では、「居宅介護支援事業
所」は「えがおの窓口」、「地域包括
支援センター」は「あんしんすこやか
センター」と別名を付けている。さら
に、区役所には「あんしんすこやか
係」がある。これらの窓口が、広く正
しく認識されているのか疑問である。

　地域包括支援センターの愛称であるあんしんすこやかセンターについて、広く市民の方に知っていただけ
るように、より一層の広報啓発に努めてまいります。また、市としては、さらにあんしんすこやかセンター
の認知度向上を図るため、あんしんすこやかセンターの広報に取り組んでおり、市の広報誌等によるＰＲの
ほか、あんしんすこやかセンターから遠い地域を中心に、出張相談を実施するなど取り組んでいるところで
す。また、昨年度より、コンビニや銀行などであんしんすこやかセンターの広報パンフを置かせていただい
ているところです。合わせて、居宅介護支援事業所である「えがおの窓口」、区役所の「あんしんすこやか
係」についても、引き続き周知してまいりたいと考えております。

1

138
その
他

そ
の
他

　実態に応じた必要な生活支援を行って下さい。
　安心して老いを迎えられる神戸市にして下さい。

　実態に応じた必要な生活支援を行っ
て下さい。
　安心して老いを迎えられる神戸市に
して下さい。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

139
その
他

そ
の
他

　神戸市としても国の制度の制約の中でご苦労も多いと思
いますが、私は根本的に介護保険制度を第7期計画案の 初
に出てくるような「市民の助け合い制度」と位置付けるの
ではなく、憲法25条の精神に照らし、国の責任で進める制
度として充実させてほしいと思っています。「第5部の介護
保険の費用と負担」のところでも、神戸市のご苦労がにじ
み出ていますが、根本的に国の負担を上げていただかなけ
れば解決できないのではないでしょうか。どんなに健康寿
命を上昇させても、今のままなら介護保険料をさらに上げ
なければならず破綻の危険はますます出てきます。介護保
険制度は国への要望を具体的な事例と憲法25条に基づく考
え方を伝えて、市民が活用しやすい制度になるように更な
るご検討をお願いしたいと思います。

　介護保険制度を「市民の助け合い制
度」と位置付けるのではなく、憲法25
条の精神に照らし、国の責任で進める
制度として充実させてほしいと思って
います。介護保険制度は国への要望を
具体的な事例と憲法25条に基づく考え
方を伝えて、市民が活用しやすい制度
になるように更なるご検討をお願いし
たいと思います。

　国に対しては、従来より、本市としても、他の政令市と共同で、「介護保険の安定的な運営を図るため、
介護給付費の財源のうち、国の負担割合を引上げるなどにより、第1号被保険者の負担割合を引き下げる財政
支援措置を講じること」を要望しており、今後も要望していきたいと考えています。

1

140
その
他

そ
の
他

・地域でのコミュニティーの強化は重要だと思いますが
神戸市内でも特に高齢化の進む地域での施策は現状を見な
がら丁寧に対応していかなければならないと感じます。公
営住宅の自冶会の役員を引き受ける人がなく　自冶会が活
動していない住宅ではせっかく立派な集会場があっても管
理する人がいないという理由で気軽に活用できないという
問題も起こっています。一方自冶会のある住宅では　心身
の状態に関係なく自冶会の役員当番が一律に回ってくるた
めそのことが負担で「サービス付き高齢者住宅に移りた
い」と相談に見えた方もおられます。考えていかなければ
ならないさまざまな問題が山積していると考えます。

　地域でのコミュニティーの強化は重
要だと思いますが　神戸市内でも特に
高齢化の進む地域での施策は現状を見
ながら丁寧に対応していかなければな
らないと感じます。考えていかなけれ
ばならないさまざまな問題が山積して
いると考えます。

　いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

141
その
他

そ
の
他

第４部　介護サービス量等の見込み
第2章　要支援・要介護認定者数の見込み
　全国に比べ要支援1,2の割合が高いのが特徴だと思いま
す。独居でいざと言うときの不安が大きく、早めに認定を
受けてあんしんすこやかセンターなどとつながっておきた
いという気持ちの表れではないでしょうか。認定を控えさ
せる対応ではなく、その不安にきちんと対応する親身な対
応が望まれます。介護認定は1ヶ月かかります。急に足が立
たなくなり、買い物や家事ができなくなり、明日からのこ
とが不安だといって相談に駆け込まれる例もあります。病
院では様子を見ましょうと言われ入院にはなりませんが、
生活はたちまち困ります。そのような実態を踏まえ、軽度
利用者の介護保険以外のサービスや仕組みを手厚くするこ
とを望みます。

　軽度利用者の介護保険以外のサービ
スや仕組みを手厚くすることを望みま
す。

　ＮＰＯや民間事業者との連携を強化し、多様な主体が地域で見守り支え合う体制を構築していくことや、
ボランティア活動がより推進できる仕組みづくりが必要です。いただいたご意見は、今後の参考とさせてい
ただきます。

1
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142
その
他

そ
の
他

　フォーマルサービスが安定的に確保されるために福祉
サービスの充実とサービス供給体制の整備が求められるが
費用負担は？

　フォーマルサービスが安定的に確保
されるために福祉サービスの充実と
サービス供給体制の整備が求められる
が費用負担は。

　いただきましたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

1

143
その
他

広
報

　作成された立派な冊子を、各区役所の高齢福祉課窓口や
あんしんすこやかセンターに置いてあるのを見かけたこと
があるが、一般人が役所へ出かけて、興味を持って持ち帰
ることが、実際にどの程度あるのか。
　⇒窓口から知られていない可能性、広報での周知をしっ
かりする、冊子の配布方法など再考してはどうか。

　冊子の配布について、広報での周知
をしっかりする、冊子の配布方法など
再考してはどうか。

　本市では、介護保険制度を市民の皆様に理解していただけるよう、パンフレットをはじめ、広報紙やホー
ムページを通じ広報活動を行っております。また、制度内容について、毎年65歳以上の皆様に冊子を個別に
郵送しており、さらに2018年度は制度改正のチラシを添えてお知らせする予定です。
　介護保険制度はサービスメニューも多く分かりづらい点も多いため、複雑で分かりにくいので、サービス
利用にあたっては、ケアマネジャーから利用者の方へ説明していただいているところであり、ケアマネ
ジャーとの連携も含めて利用者の方への理解を深めていただくよう推進しているところです。
　高齢者の方々はもちろん、そのご家族や様々な世代の方にも介護保険制度についてご理解いただけるよう
な、わかりやすい内容の広報活動を今後も行ってまいります。

1
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